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第４回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  原口政敏君 

   １．沿岸漁業の魚価の安定について 

     現在、魚価の高低差が大きく、沿岸漁業に与える影響は大きい。漁協に補助を出すなどし

て、沿岸漁業者の収入の安定をはかるべきではないか。 

   ２．道徳教育について 

     全国各地で中学生による事件が発生し、強盗未遂で逮捕者も出ている。道徳教育の欠

如が原因の一つと考えられる。本市の道徳教育の取組はどのようか。 

   ３．自転車通学について 

     自転車通学による事故が懸念される。速度を上げて走る中学生もいて、歩行者が危険

に感じることもある。運転の指導、通学路の見直しなど、対策を講じるべきではないか。 

   ４．大里川拡幅工事の進捗状況について 

     拡幅工事の進捗状況はどのようか。また、拡幅に係る土地買収の進捗はどの程度進ん

でいるのか。 

   ５．人口増に向けての取組について 

     人口減少が著しい。新年度予算でどのような対策を講じる考えか。 

  田中和矢君 

   １．「３つの無償化」について 

    （１）「学校給食費」「子ども医療費」「保育料」の３つの無償化を市のホームページ

や新聞広告などで宣伝・アピールしている。これによる成果をどう評価しているの

か。また、財政的に今後どのように継続していくのかを問う。 

    （２）昨今の食料品等の値上がりで給食の質と量の確保対策はいかがか。 

   ２．冠岳小の跡地利用について 

     令和３年３月に閉校した冠岳小の跡地に、サウンディング型市場調査をしたところ、「ド

ローンの技術習得支援施設」としての提案があったとの報告を受けた。 

     市民の声としてドローンの平和利用は結構だが、一方では、「軍事利用」に加担する可能

性もあるのではとの心配、懸念があるがいかがか。 

   ３．長崎鼻公園再整備事業について 

    （１）具体的な建設開始時期と進捗状況はいかがか。 

    （２）公園建設のコンセプト、全体を貫く基本的な観点・考え方に市民の要望・意見がど

のように反映されているのか。 

    （３）人件費や資材高騰により、事業費の増額や規模縮小等の影響はないか。 

  吉留良三君 

   １．発達障がい（特性）のある児童生徒等への支援策について 

    （１）発達特性の認知度が上がり、早期発見・早期療育を求める支援ニーズがある。市長

は、どのような認識、考えを持たれているか伺う。 

    （２）発達特性の早期発見の取り組み、相談体制についての実情と考えを伺う。 

    （３）こども家庭庁は、2028年には全ての自治体での５歳児健診実施を目指すとの方向性を

示している。現在は自治体の任意だが、必要性を認識し、実施している自治体も県

内にはある。本市も実施を早急に検討すべきではないか。 

    （４）現在の本市の支援学級と通級学級の設置状況を伺う。また、増加するニーズに対する

支援体制の現状と課題は何か。 

   ２．学校給食を基盤とした地消地産の推進について 
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    （１）学校給食の地場産活用の進捗状況と課題を伺う。 

    （２）生産者が納品しやすい環境を整備するなど、今後考えていくべきではないか。 

  福田清宏君 

   １．水産業の振興について 

    （１）遠洋まぐろ漁業の振興施策について伺う。 

      ①まぐろ漁船母港基地化奨励事業について 

       令和５年度決算では、全額不用額となっているが、直近５ヶ年の成果について伺う。 

      ②まぐろ漁船母港基地化の推進について 

       「まぐろの町」を標榜するわが市として、どの様な施策をもって対応しているか

伺う。 

      ③まぐろの魚食普及について 

       「食のまち」を推進するわが市として、どの様な施策をもって対応しているか伺

う。 

    （２）沿岸漁業の振興施策について伺う。 

      ①洋上風力発電事業と沿岸漁業について 

       洋上風力を設置することによる海洋牧場の話をされているが、洋上風力の海中の構

造物が漁礁の役割を担うとなれば、前浜の共同漁業権の区域内に漁礁を設置する

ことと同様な考え方に立って、洋上風力を設置できないか伺う。 

      ②藻場造成に関する事業について 

       平成27年６月の一般質問の中で、沿岸漁業推進議員連盟による研修視察にヒントを

得て質問した「籠付きプレート」が、「鉄籠付きの増殖プレートの設置」として、

今日まで実施されているが、直近５ヶ年の実績と成果について伺う。 

      ③串木野新港第２期工事予定海域の活用について 

       この海域は、共同漁業権が外されているので、鹿児島県の力を借りて、現在実施し

ている「鉄籠付きの増殖プレートの設置」を「漁網で囲った中に増殖プレートを

設置」しての藻場造成をする海域として活用することはできないか伺う。 

   ２．長崎鼻公園再整備事業について 

    （１）長崎鼻ソフトボール場がなくなり、高齢者の皆様方が健康保持と融和をはかるこ

とを目的として行うグラウンドゴルフの練習や試合は、どこで行うことになるのか

伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（１２月１０日）（火曜） 

 

 出席議員  １５名 

     １番  田 畑 和 彦 君       ９番  大六野 一 美 君 

     ２番  西 田 憲 智 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ３番  高 木 章 次 君      １１番  東   育 代 君 

     ４番  江 口 祥 子 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  吉 留 良 三 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  松 崎 幹 夫 君      １４番  原 口 政 敏 君 

     ７番  田 中 和 矢 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  （欠員）           １６番  中 里 純 人 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   ０名 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  石 元 謙 吾 君   主       査  神 薗 敦 子 君 

補       佐  岩 下 敬 史 君   主       査  福 谷 和 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  中 屋 謙 治 君   都 市 建 設 課 長  吉 見 和 幸 君 

副   市   長  出 水 喜三彦 君   学校給食センター所長  吉 永 康 彦 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   福 祉 課 長  田 中 俊 二 君 

総 務 課 長  岡 田 錦 也 君   学 校 教 育 課 長  西 村 喜 一 君 

企 画 政 策 課 長  山 﨑 達 治 君   子どもみらい課長  久 徳 和 久 君 

財 政 課 長  長 畑 正 博 君   水 産 商 工 課 長  福 山 昌 浩 君 

教 育 総 務 課 長  吉 永 康 彦 君   社 会 教 育 課 長  榎 並 哲 郎 君 

消   防   長  下 池 裕 美 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和６年12月10日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（中里純人君） これから、本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（中里純人君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により、順次質問を許します。 

 まず、原口政敏議員の発言を許します。 

   ［14番原口政敏君登壇］ 

○14番（原口政敏君） おはようございます。私は

少数与党となりました自由民主党を代表いたしまし

て、五つの質問をさせていただきます。 

 今、全世界におきましては大変な事件が多発をい

たしてございます。イスラエルによるガザ攻撃、シ

リアの政権交代、さらにはウクライナとロシアの戦

争、また隣国でございます大統領の罷免ということ

も聞くところでございます。 

 この激しいときにこそ、市長を中心として、我々

議員が一致団結をして、市民の安心安全を守る時期

ではなかろうかと思ってございます。 

 初めに一般質問でございますが、沿岸漁業の安定

化に向けての質問をさせていただきます。 

 11月の29日でございましたが、市長がある漁協が

8,500万円の負債を出し、存続が厳しいという説明

を受けたわけでございます。大変悲しいことでござ

います。原因はチリメンが不漁であり、魚価が安か

ったということが原因と伺っております。 

 古来、本市は漁業の町として栄えたことは言うま

でもないことでございます。このような状況が続き

ますと、ほかの漁協にも影響を及ぼす心配をいたし

てございます。 

 市長はこの状況下におきまして、何らかの対策を

取り、漁協の継続を図るべきだと思っております。 

 したがいまして、漁協に補助金を出し、魚価の安

定を図るべきだと思っておりますが、市長はどのよ

うに考えておられるのか、考えを伺いたいと思って

おります。 

 また、議員の皆様方に御理解をいただきたい点が

ございまして、私は正組合員ではございませんので、

補助金も一切受け取っておりません。また、今後も

受け取る気はございませんので、政治倫理条例には

触れないことを御理解いただきまして、１回目の質

問を終わります。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） おはようございます。原口

政敏議員の御質問にお答えをいたします。 

 沿岸漁業の魚価の安定についてということであり

ます。 

 本市の沿岸漁業を取り巻く環境は、漁業者の高齢

化が進む中、漁獲量も減少傾向にあり、また魚価も

不安定な状況が続いて厳しい状況にある、このよう

にお聞きしているところであります。 

 最近の水揚げ状況について、市来町漁協の水揚げ

を例に、令和５年と令和元年を比較いたしますと、

例えば令和５年のイトヨリでは水揚げ数量が令和元

年度に比べて27％の減、水揚げ金額で33％の減とな

っているようであります。また、タイ類も同じよう

な減少傾向にあり、アマダイ類については、横ばい

の状況となっているようであります。 

 一方で、燃料となりますＡ重油の値段について見

てみますと、令和５年度末と令和元年度末を比較し

ますと、１リットル当たり27％の増となっており、

このように沿岸漁業の皆さん方は大変厳しい状況に

あると認識をいたしております。 

 市といたしましては、これまで沿岸漁業者に対す

る支援策として、平成27年度から漁業共済掛金の補

助や船底清掃に要した費用への補助制度を設け、さ

らにまた本年度からはエンジンのオーバーホールや

機器材の整備に要した費用への補助を行ってきてお

ります。 

 一方、漁港の整備につきましては、戸崎漁港にお

きましては、防波堤の改修工事、浮桟橋の整備、こ

ういったものを行ってきたところであります。 

 魚価の補填制度につきましては、ちょうど10年前、

平成26年当時も議論されたところではありますが、

魚種の選定や基準額の設定が難しいとされた経緯も
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あり、補助制度の創設については難しい問題がある

のではないかと考えております。 

 しかしながら、先ほど述べましたように、沿岸漁

業の厳しい状況を踏まえ、改めて漁協の皆さん方に

その実態や課題をお聞きしながら、望ましい支援の

在り方をはじめ、今後の沿岸漁業の振興策について

検討してまいりたいと考えております。 

○14番（原口政敏君） 市長、沿岸漁業の皆さん方

は２時に起きやっとですよ、２時に。そして、大体

３時頃出港して７ノット。市長は７ノットって知っ

てますか。自転車が早めに走るような速度で行かれ

るんです。 

 なぜかというと、燃料を食うから。もう２時間半

ぐらいかかって漁場まで行かれるんです。帰りはも

うちょっと早めに帰ってきますけれど。 

 だから、非常に努力はしていらっしゃるんです。

なるべく経費がかからないようにということで。 

 だから、とにかく今、厳しい状況でございます。

値がしないんです、捕っても。 

 だから、私は高い水準まで補助をしてくれとは申

し上げませんが、せめて、市長、平均した、それか

ら下がった状態のときに、市が漁協に補助金を出し

てやるべきだと思っております。 

 私も船を持って無線を持っておりますが、飛び込

んでくるのは、「今日はもう漁獲が少なかったから、

市場に今日は来ないからと言うてください」とか、

「昨日納めたけれど、もう値がしなかった」とか、

そういうことがどんどん無線で入ってまいります。 

 私も市長が御案内のとおり、船を持ってて、無線

を持っておりますが、大体20ぐらいの船が漁業に出

て、もう無線のたびにそんなうれしいことは聞かな

いんです。皆さんが朝出て、３時に出港して、５時

頃ついて、大体帰りが11時過ぎなんですけれど。 

 そして、私たちの仲間は非常に礼儀正しくて、出

港するときに、私の船は誠丸ですが、「誠丸です。

今から出港します」と言いますと、みんながさーと

一斉に無線が入りまして、「よろしくお願いします」

と全員から無線が来るんです。帰るときも「誠丸は

帰ります」「お疲れさんでした」って、一斉に無線

が鳴ります。 

 それで先ほど言いましたが、あまりそんな値がし

たというようなことは聞いておりませんので、真剣

に漁協が存続していくために、市長、全力でもって

検討をしていただきたいと思っておりますが、前向

きに検討してください。どうですか。 

○市長（中屋謙治君） 壇上からも申し上げたよう

に、大変厳しい状況にあるということは、私も十分

認識をいたしております。 

 そして、我が町は、市来もそうです、串木野もそ

うです。海から栄え、海と共に発展してきた港町だ

と思っております。そういった意味で漁業というの

は非常に大事な産業であると思っております。 

 そういった意味で、短期的に今おっしゃいました

ように、なかなか近場で魚が捕れない。結果して、

沖合まで行かなければいけない。海岸は磯焼けで魚

のすみかが少なくなってきているという状況の中で、

結果して時間をかけて、沖まで漁に行かざるを得な

い。そういうことでございます。 

 こういった漁業環境の整備という観点も大事でし

ょうし、そして近いところでは、今、皆さん方の経

費の問題、あるいは魚価の問題にどういう形で対応

できるのか。そして、中長期的には近場で魚が豊か

な漁場をもう１回再生するんだということが大事で

はなかろうかなと思っております。 

 そういう意味で短期的、そして中長期的な視点で

漁業者の皆さん方にどこに問題があるのか、どうい

う解決策があるのか、真剣に議論していきたいと思

っております。 

○14番（原口政敏君） 市長が今、申し上げました

が、令和５年の３月に私は一般質問をして、整備の

半額補助、それと魚探等の最高半額補助を申し上げ

ましたところ、今年からしていただきまして、漁協

の皆さん方も大変喜んでおられます。 

 実は私の横に私と同級生がおりますが、エンジン

が悪くて80万円ぐらいかかるから、「もう原口くん、

やむかい」って、前言うていたんですが、補助金が

出て助かったって。それで漁業をまたはえ縄に今、

行かれておられますけれど。 

 だから、そういう本当に厳しい状況なんです。ぜ

ひ中屋市長の時代にもう１件、漁協ができないとい
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うことがないように、全力で取り組んでいただきま

すように申し上げまして、市長を信じて、この項を

終わりたいと思っておりますので、どうか真剣に御

検討を賜りたいと思っております。 

 では、私は市長を信じて、次の項に参ります。 

 次は、道徳教育について伺います。 

 全国において青少年の犯罪が非常に増えてござい

ます。ましてや中学生が強盗未遂で逮捕されるとい

う事態。中学校の少女が刃物で傷つける状態。 

 まさに教育が変わって、教育長、これは家庭の状

況もあるでしょう。学校の責任もあると文部科学省

が出ております。 

 実は私は今回、不登校の対策で一般質問をすると

ころでございましたが、臨時に委員会を開きまして、

ちゃんと提言書をまとめてございますので、後でも

って、また皆さんに配布されるだろうと思っており

ます。 

 今、道徳教育は１週間に１時間です。１時間じゃ

私は少ないと思うんです。 

 教育長、私が高校１年のときでした。若い議員は

知らないと思っておりますが、社会党の浅沼委員長

は演説中に山口二矢という18歳の少年に刺し殺され

ました。覚えていらっしゃいますか。覚えていませ

んか。社会党の浅沼委員長が演説中に刺されました

がね。亡くなったでしょう。 

 ちょうど私は伊集院高校の１年でしたが、そのと

きに担任の先生が授業をやめて、半日間、道徳教育

をされて、とにかく己の欲することを他人に施すこ

となかれ。ありますよね。己の欲することを他人に

施すことなかれ。これを半日間されました。 

 だから、私はやっぱり道徳の欠如が今の社会を生

み出したと思っております。教育長もやっぱり先生

方も責任の一端があると思っています。同時に私も

市議会議員を37年務めてまいりましたので、私も責

任があると思っている。 

 最近、私は教育長に道徳教育につきまして、何回

も質問をしています。何か世の中はおかしくなった。

徹底した道徳教育をすべきではないですか。 

 今、学校でどのような教育をされているのか、お

伺いいたします。 

○教育長（相良一洋君） 学校における道徳教育の

現状でございます。 

 学校における道徳教育は、豊かな心を育み、生命

に対する畏敬の念や人間としてよりよい生き方を目

指したり、善悪を適切に判断したりするなどの道徳

性を育むことを狙いとしております。 

 小・中学校において、毎週１時間、小学校１年生

は年間34時間、その他の学年は年間35時間の道徳科

の授業が行われております。 

 指導者は道徳的価値や資料の分析を行い、子ども

たちが自分自身の問題と捉えて、向き合う、考え議

論する道徳の授業に努めております。 

 道徳教育はこの道徳科の授業を要として、各教科、

総合的な学習の時間、特別活動など、学校教育全体

を通じて行うことが重要でございます。 

 各学校では様々な学校行事やボランティア活動、

挨拶運動、集団宿泊学習などを通して、豊かな心を

育み、道徳的実践力を養う取組の充実を図っており

ます。 

 今後も道徳科の授業や体験的活動の充実、学校だ

よりによる啓発などあらゆる機会を通して、道徳教

育を充実させてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○14番（原口政敏君） まず、教育長、学校の先生

から指導しないといけない。今日もテレビで出てお

りましたが、校長先生が女子児童にあのような犯罪

を犯して、懲役９年の刑をくらったですよね。あれ

は無期懲役でもいいと思っている。 

 教育長はまず学校の先生にしっかりとした教育を

しながら、道徳教育の大切さをやっぱり言わないと

いけないと思います。教育長の責任だから。そうで

すよね。しっかりした道徳教育をして、我が町から

あのような犯罪は絶対出さないんだという強い意志

でもって教育をしていただきたいと思っております。 

 最後に教育長の意思を伺いたいと思います。もう

１回、教育長の信念を聞かせてください。 

○教育長（相良一洋君） ただいま原口議員のほう

から職員のやはり指導というものが大切じゃないか

という話が出ましたとおり、子どもたちを育ててい

く教職員がしっかりした前に向いた教育力を進めて
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いかないといけないと、私はそのように考えており

ます。 

 やはり人間性、人間力、そして、しっかりした判

断力をつけた教職員が教職に当たるべきだろうなと

考えております。 

 やはり子どもたちには善悪のけじめ、判断、そう

いうものを問うわけですので、その教職員がそうい

うところでは、しっかりした道徳教育を施していか

ないといけない。 

 まず、第１に学校では先生と呼ばれておりますの

で、その言葉の重み、そういうものをしっかり受け

止めて、教育に当たっていただくように指導してま

いりたいと考えているところでございます。 

○14番（原口政敏君） 教育長、サイン・コサイ

ン・タンジェントと一緒に、道徳教育も真剣になっ

てされるように申し上げたいと思っております。 

 万が一、あのような事件が起きたら辞めるんだと

いう強い信念を持ってやっていただくことを申し上

げまして、この項を終わりたいと思います。 

 今度は自転車通学でございます。 

 非常に、教育長、危ない目に２回、今年、私が遭

いました、半年間で。というのは、横断歩道まで出

ないと、左側は見えるけれど、右側が見えないとこ

ろがあるんです。どうしても横断歩道まで車が行か

ないと見えませんから。夜でしたけれど、猛スピー

ドで女性の中学生と男性の中学生と２回でした。も

うちょっとで衝突するところでした。 

 それで、教育長、もう１回、通学路が当たり前な

のか、もうちょっと安全な通学路はないのか、再点

検すべきだと思います。 

 そして、防犯灯やら必要だったら、予算計上して、

子どもの命は大事ですから。本当に危なかったんで

す。 

 ２週間ぐらい前だったです。20日ぐらい前か。中

学校の先生が来られて、現場を見られました。恐ら

くその女子児童がその先生に言ったと思います、危

ない目に遭ったって。夜、ライトを点けてるんです。

その自転車もライトが見えたと思うんです。猛スピ

ードでもうちょっとのとこだったです。本当に危な

い。２回、今、危ない目に遭いましたから。 

 徹底した今度は点検をして、この通学路でいいの

かということを再点検していただけませんか。教育

長、どうですか。 

○教育長（相良一洋君） 自転車通学について、私

も担当者と一緒にすぐ現場に急行してみました。路

側がものすごく狭くて、そしてまた途中からの270

号に出てくるところが３か所ぐらい見えない死角に

なっているなということも感じているところでござ

います。 

 そこで、迂回路ということもありまして、田んぼ

のほうにぐるっと回って、用水路のほうの深さとか、

または道路の状況とか、いろいろなことを勘案しま

して、コースを２コース、３コース回ってみました。 

 そこで、子どもたちが今の現状でどのように通学

したほうがより安全なのかというようなことも考え

まして、12月11日に通学路安全推進会議というのを

開催するようになっております。 

 ここでは国土交通省鹿児島国道事務所、鹿児島地

域振興局建設部、そして串木野警察署等の関係機関

が協議をしてまいります。このことをまた提案をし

まして、審議をしていくと、検討していくというこ

とも併せて考えております。 

 学校のほうも現場検証をしまして、子どもたちに

もやはり徐行をする。そして、危ないと思ったら、

そこで停止するというような確認をしっかりして、

今の路側をまずけがのないように安全に気をつけな

がら、当分の間、通学するというようなことで、保

護者にも学校も説明はしておりますので、十分また

子どもたちにも注意するように達しをして、この通

学路安全推進会議の中でも検討してまいりたいと思

っているところでございます。 

○14番（原口政敏君） 大切な子どもたちですから、

けがをしたりしたらいけません。５年ぐらい前に事

故があったんです、教育長が来られる前に。自転車

と自動車が衝突しました。たまたま私もおりました

が、救急車が来て、おかげさんで病院に行って、入

院もしなくてよかったんですけれど。そういう事故

はあるんです。 

 だから、右は見えて、左は建物があるから、横断

歩道のとこまで行かないと見えないんです、左側が。 
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 そういう箇所がありますので、再点検をして、防

犯灯とか街灯が要る場合は……。市長、下を向かな

いでください。街灯とか防犯灯が要る場合は即座に、

通学路のときには御協力を賜りたいと思っておりま

すので、もう１回、教育長、再点検をして、子ども

たちの安全のためですから、検討をされることを申

し上げまして、この項を終わりたいと思います。 

 次に、大里川の拡幅工事の進捗状況についてお尋

ねいたします。 

 もう大里川の拡幅の話があってから長いです。そ

して、今、橋が工事中に入ってございます。そして、

下の下流におきましては、建物とか買収も済んでお

りませんが、上流、平佐原地区はまだ買収はしてご

ざいません。 

 そこで、１人の方が非常に反対する方がいらっし

ゃいます。我がいちき串木野市におきましても、橋

が１人のために通行できませんね、市長。１人のた

めに。それと同じような人ですよ。なかなか難しい

状態であろうと思っております。 

 日置市にも１人いらっしゃいますからね。日置市

も１人いらっしゃってできないんだから。場所も私

は知っていますけれども。 

 だから、市長、やっぱり買収から始めんないかん

と思うんです。１人反対されたら、あの橋と同じよ

うに、強制収用の裁判をせんないけませんがね。そ

れと同じような人がいらっしゃるんですよ。あえて

名前は言いませんけれども、なかなか大変だろうと

思っております。 

 そこで、今の進捗状況と今後の計画について、市

長は御存じないと思いますので、担当課長に説明を

求めます。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 大里川の河川改修

につきましては、全体計画延長5,145メートルのう

ち、本市の区間は石瀬橋下流から門前橋の上流まで

3,995メートルとなっており、今年度から新たに国

道270号薩摩渡瀬橋の架けかえ工事に着手したとこ

ろでございます。 

 河川管理者によりますと、用地取得の進捗につき

ましては、下流の石瀬橋から市来体育館横の学校橋

までの間で用地買収が進められております。 

 令和６年11月までに用地対象の筆数が56筆ござい

ます。そのうち49筆が契約済みとなっております。

また、補償対象棟数21棟のうち、20棟が契約済みに

なっているところでございます。 

 また、学校橋上流からの用地買収につきましては、

用地調査及び補償調査を全て終わっているところで

ございます。 

 現在進められている石瀬橋から学校橋までの間の

用地買収にめどがつき次第、上流側の用地取得に入

っていきたいということでございます。 

○14番（原口政敏君） 市長、大変、私も変わって

いますけれども、まだ変わった人間がいるんです。

なかなか買収に対して、頭を振らんと思います。 

 私の公民館ですけれども、まあ99.9％私の言うこ

とは聞いてくれますが、この人は聞かない。だから、

買収に苦労されると思います。だから、私は買収を

早くしなさいって、前からも言うているんです。 

 課長、県にこのことを伝えて、買収を早くしなさ

い。１軒ノーと言えばできないんだから。そうでし

ょう。あの橋と同じですがね。何年かかっておりま

すか。強制収用をしても何年かかりますよ。 

 大里川が切れるときには、私の家のまあ前だと思

っています。意味が分かりますか。拡幅して、狭く

なっているわけだから。あそこが切れたら、松山公

民館も平佐原公民館も浸かります。私の家も浸かる

と思う。 

 だから、県にまず買収をしたら安心ですがね。そ

うでしょう。 

 市長が行かれたら、買収からするように、市長、

県に強く要請していただけませんか。市長、どうで

すか。 

○市長（中屋謙治君） 大里川の改修に関わります

用地買収について、進捗状況は今、担当課長のほう

から報告したとおりでございます。 

 下流の石瀬橋から学校橋、これに今、56筆中49筆

が契約済み、そして補償対象21棟のうち20棟が契約

済みということでございます。 

 そして、学校橋から上流に関しては、用地調査、

補償調査が既に終わっているということでございま

すので、順次作業が進んでいくということであろう
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と思いますが、今、御意見がありましたように、時

間がかかるであろうという情報を県のほうと共有し

ながら、早期に着手していただくよう要請したいと

思います。 

○14番（原口政敏君） 市長、令和元年でしたね、

堤防が決壊したのは。あったですね。あのときはＪ

Ａ農協さんのコンピューターは全部浸かりました。

全部浸かったんですよ。そして、業務ができなくて、

私は自動車会社を経営していますから、自賠責保険

も串木野から半年間かかって、串木野と。市来はで

きなかったんです、半年間。コンピューターが全部

水に浸かりましたから。上流の家も浸かったですね。 

 だから、そういう万が一切れますと、大きな災害

が起こりますので、ぜひ市長は県に行って、買収を

急ぐように申し上げてくださいね、市長。ね。 

 そういうことで市長が県に行かれるということを

信じて。ねえ、課長。いいですか、課長。もう次の

質問に入りたいと思っております。 

 今度は新年度の人口増対策について、市長に伺い

ます。 

 都城では１年間に3,000人人口が増えているんで

す、3,000人。やっぱり変わったことをしないと、

人口は増えませんよ、市長。変わったことをしない

と。そうですよね。 

 私は思うんですが、私の考えですけれど、これは

一例ですけれど。第三子が生まれたら100万円あげ

る。100万円あげても、市長、交付税が今１人15万

円ぐらい入ってくるでしょう。年間を通したら、ま

だ黒字になるんですよ。 

 そういう計算もしながら、思い切ったことを考え

ないと人口は増えないと思います、市長。何か思い

切ったことを、これはと言わんでいいですから、今

日は。ね。予算を計上するという考えがあるか聞か

せてください。 

○市長（中屋謙治君） 少子化によるこの人口減少、

大変悩ましいといいましょうか、答えがなかなか、

これというものが見いだせずに苦労している、こう

いう状況。議員も御承知のとおり。 

 そして、今、御提言いただきましたが、具体的な

効果があるものをなかなか見いだせないなというこ

とで苦しんでいるというのが実情であろうかと思い

ます。 

 去年の12月、国の国立社会保障・人口問題研究所

というのが本市の人口推計を公表いたしております。

それによりますと、2040年には本市の人口は２万人

を割り込むということで予測がされております。 

 特に現状を見てみますと、いわゆる出産適齢期と

言われます若年の女性の人口減少が著しいというこ

とでありますので、なかなかこの先の展望が開けな

いなという思いでいるところであります。 

 そういう危機感を持って、現在令和６年度ですが、

令和５年度を人口減少・少子化が喫緊の課題だとい

うことで、緊急対策の元年に位置づけをやるという

ことで、昨年度、取組を始めたところでございます。 

 去年、子育て世代のまずは経済的な心理的負担を

軽減するべきではないかということで、国の保障の

無償化の対象となっていない０歳、１歳、２歳とい

う無償化を市独自でやったらどうかということでス

タートをしたところでございます。 

 そして、今年度はさらに加えて、給食費あるいは

子ども医療費についても、高校生まで拡充をして、

いわゆる３つの無償化ということを取り組んで、今、

広く周知を図っているところでございます。 

 加えて、定住促進、それから転出抑制を図るべき

ではないかということで、新たな補助制度を設けて、

この４月から新たな定住促進補助制度をスタートし

たところであります。 

 この制度はいつも言っておりますように、よそか

ら来た方に対する補助制度だけではなくて、今、現

に市内に住んでいらっしゃる方がよそに転出しない

ようにということで、今いらっしゃる方が家を購入

する、あるいは建てるといったときも対象としまし

ょう。こういうことで画期的な補助制度をスタート

したところでございます。 

 こういったいわゆる子育て世代を対象とした、若

い世代を対象とした支援策。加えて、来年度、本市

の魅力をアップする、本市の魅力づくりという観点

でどういったものができるかということを今、内部

で検討をしているところでございます。 

 人を引きつける魅力あるまちづくりということで、
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若者、女性がチャレンジできる環境整備、社会課題

の解決、企業支援といったものに取り組むというこ

とで、人口減少・少子化対策の一助となるのではな

かろうか。こういうことを念頭に置きながら今、議

論を進めているということでございます。 

○14番（原口政敏君） 東京都の小池さんは０歳か

ら２歳まで無償にされましたからね。近隣の都市か

ら東京都に来る人が多いそうでございます。０歳か

ら２歳まで無償化すると、選挙で公約されましたか

らね。 

 例えばの例ですが、やっぱり人が、ほかの市が考

えられないようなことをしないと、人口は増えない

んですよね、市長。思い切った予算を計上して、担

当課長にも申し上げましたね、担当課長。 

 明日、私の息子が帰ってきますが、私は息子に経

営について相談をいたします。私の工場も小さかっ

たですが、造成をするときに天文学的な金額を言わ

れました。子どもに「どうしようか」って言ったら、

「お父さん、買いなさい。買って車を増やせばいい

が」息子の助言で成功しましたけれどね。 

 思い切ったことをしないと、駄目だと思うんです

よ、市長。ね。新年度予算で市長がどのような政策

を打ち出されるのか分かりませんが、ぜひ人口が増

えるような予算計上をされることを申し上げまして、

私の全ての一般質問を終わります。 

 市長が前向きに沿岸漁業の補助金をされることを

願っております。されない場合はもう１回、一般質

問をいたします、来年。 

 以上で全ての質問を終わります。 

○議長（中里純人君） 次に、田中和矢議員の発言

を許します。 

   ［７番田中和矢君登壇］ 

○７番（田中和矢君） 今朝５時ぐらいに起きて、

串木野小学校の校長先生の校長先生よりという、こ

ういうのを読んでおりましたら、今年の４月、着任

された牧之瀬陽一先生が串小では三つのことを大切

にした教育をしていきたいということを書いてあり

ます。 

 その中で二つ目は命を大切にする子どもたちとい

うことで、これは私の今日の一般質問の２番目に関

係するかなと思います。 

 人間関係の構築は、まず昨日の濵田議員が一般質

問をされました。あいさつ運動、挨拶についてのこ

とを書いてありました。人間関係の構築は、まず元

気のよい笑顔で心の籠もった挨拶だと考えていると

いうことで、牧之瀬校長はいつも毎日、校門の前で

子どもたちを出迎えていただいています。 

 私も孫には牧之瀬先生に大きな声で明るく挨拶を

しろと言っていますが、これは小学生に限らず、私

たち大人にも大いに言えることだと思いますので、

今朝の串木野小学校のイチョウという、これを読ん

で、また初心に返って、元気なよい笑顔で心の籠も

った挨拶をして生活していきたいと考えます。 

 これは一般質問には関係ないと思われるかもしれ

ませんが、やはり大事なことだと感じて、今日、紹

介させていただきました。 

 さて、一般質問の三つの項目の中で、３つの無償

化について御質問をいたします。 

 前の原口議員もおっしゃいましたが、何か一生懸

命、皆さんの一般質問を聞いていると……。これま

であまり真剣に実は聞いてなかったです、これまで

の。一生懸命聞くと、本当に皆さん、素晴らしいこ

とをおっしゃっているなと思って、感心というか、

感銘を受けております。 

 この３つの無償化は、先ほどの市長の答弁にも原

口議員の答弁にも使われていました定住促進補助制

度をはじめ、転出抑制の補助金制度とかと同時に、

南日本新聞やそれから市の広報、それからのぼり旗

などを掲げて、懸命にアピールされていて、何とか

功を奏すればいいなと思っております。 

 学校給食費と子ども医療費と保育料の３つの無償

化について今回取り上げたいんですが、これはやは

り人口増、あるいは人口減を抑制するにも大いに関

係することだと思うから質問をいたします。 

 昨今の年収の103万円の壁というのを契機に、非

常に年収の壁の問題で、国も地方の財政に対して、

それをやると税収が下ぶれして、交付金が少なくな

るよというようなことも国が言っていて、なかなか

うまく進んでいませんけれども。今、国会でやって

いる最中ですが。やはり私は今住んでいる皆さんの
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ことを懸命に住みやすいようにすること。つまり３

つの無償化、これを徹底してやっていくことが大事

なことだと思っております。 

 人口減少のことばかりをあまり気にすると、なか

なかこれは日本全国の1,700以上の自治体全てが関

係することであって、難しいと思いますので、やは

り人口減少は今、はやり言葉というか、こればかり

言っていますが、世界中にはイギリスにしてもフラ

ンスにしても、イタリア、ドイツにしましても、そ

んな日本みたいに１億2,000万人の国なんかありま

せん。 

 先ほど市長も2040年には、25年後ですか、本市の

人口は２万人を割る見込みだとおっしゃいましたが、

あまり人口減少のことばかり言っていたら、よくな

いと思います。 

 それはそれで増えたに越したことはありませんが、

やはり内容を、質をよくして、いいいちき串木野市

にしていくことを考えてもらいたいと思います。 

 そこで１番目の質問なんですが、この３つの無償

化をやって、現在進行中ですが、どのような成果が

あり、実績があり、評価をされているのかをお聞き

したいと思います。 

 財政的な云々はまた質問席から行いたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 田中和矢議員の御質問にお

答えをいたします。 

 ３つの無償化に関する成果についての評価であり

ます。 

 本市が克服すべき最大の課題は、これまでも繰り

返し申し上げております、急速な少子化によります

人口減少であります。特に出産適齢期である若年女

性の人口減少が著しく、本市の出生数に大きな影響

を及ぼしていることから、子育て世代に選ばれる支

援の充実、あるいは環境整備に取り組むことが重要

であると考えております。 

 こういう考えの下に令和５年度を人口減少・少子

化緊急対策元年と位置づけ、保育料の完全無償化を

実施いたしました。さらに今年度からは公立小・中

学校の給食費及び18歳以下の子ども医療費を無償化

し、県内19市の中では我々は初となると捉えており

ますが、３つの無償化に取り組み、子育て世代の経

済的負担の軽減を図っているところであります。 

 こうした３つの無償化による支援につきましては、

県内においても類を見ない支援策であると捉えてお

り、本市の魅力の一つであるという考え方から、お

述べになりましたように、今年度から拡充した定住

促進補助金と併せて、市のホームページや新聞広告、

さらにはのぼり旗、こういったもので市内外に広く

周知しているところであります。 

 こうした取組の現状として、今、０歳から２歳児

の状況を例に申し上げますと、制度開始前の令和４

年４月と今年、令和６年４月を比較しますと、子ど

もの数自体は減少しているものの、入園者数は増加

し、この年代の入園者数の割合もおよそ10％ほど増

えております。少しずつ効果が表れ始めている、こ

のように捉えているところであります。 

 また、市民の中からは「保育料が無償なので、こ

のことをきっかけに本市に転入してきた」とか、

「医療費や給食費が無償化になって大変ありがた

い」、「保育料が無償化になったので、これを機に

早めに働きたい」といった声も聞いているところで

あります。 

 これらの施策は単に子育て世代の経済的負担の軽

減だけではなく、移住施策としての側面や就労意欲

の向上など、社会全体の子育て支援、教育支援の環

境を整える重要な施策でもあると評価いたしており

ます。 

 ３つの無償化につきましては、子育て環境の改善

や子どもたちの健やかな成長につながり、将来的に

は社会全体の発展に寄与するものと捉え、中長期的

な視点に立ち、適宜効果検証を行いながら継続的に

取り組んでいきたいと考えております。 

○７番（田中和矢君） 今、市長の答弁にあります

ように、３つの無償化を中心に懸命に頑張っておら

れることを聞いて、我々としても、自分としても、

大いに協力、応援していきたいと考えます。引き続

き頑張っていただきたいと思います。 

 この３つの無償化について、子育て中の方々、保

護者、お母さん方、本当に喜んでおられます。先ほ
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ども言いましたが、現在住んでいる人たちに非常に

いい施策をやっていくことこそが定住・移住の促進

にもつながると思います。 

 ただ、これがあるからといって我が市に移り住ん

でくれる方というのは、本当に少ないと思いますし、

やはりこういった素晴らしい制度は他市もどんどん

まねというか、いいことなんでまねをしていただい

て結構なんですが、どんどんやっていきますので、

そこでやっぱり結局は何が人口増とかにつながるの

かと考えてみますと、やはり仕事だと思います。 

 移住してくる人たちも、こういった３つの無償化

については素晴らしいな、いいなと思いながらも、

仕事がないと移りようにも移れない。 

 先ほどもありましたが、東京都に南関東の他県か

ら移り住みたいとかということもありますけれど、

その前には千葉が素晴らしいということで、千葉に

子どもたちを育てる人はいっぱい来ました。今度、

東京都がやって戻ってくるというようなことで、そ

れは東京都あるいは南関東地区に仕事があるから。

また、交通の便がよくて、通っていけるからだと思

います。 

 我が市においては、職場がないからということで

人口が減るし、出ていく方がほとんどだと思います。

その観点からもこの３つの無償化にプラスしてやっ

ていただきたい。 

 なかなか難しいことだと思います、職場をつくる

というのは。そういったことを加えてやっていただ

きたいと思いますが、職場をつくるということに関

しては、市長はどのようにお考えでしょうか。 

○市長（中屋謙治君） 壇上からも申し上げました

けれども、少子化が進み、人口減少、そして地域が

だんだんだんだん経済が縮小していくことは何とし

ても歯止めをかけたいと。 

 そういう中での一つの大きな要素として、今、働

く場ということで、これまで企業誘致をはじめ、そ

して先ほども議論がありましたけれども、本市の産

業を育てるという意味では、漁業をはじめ、やはり

海を大切にすると。海から栄え、海から発展してき

たまちだということで、海は大きな資源だと思って

おります。 

 そういった観点で産業を育てる。そして、もう一

つには、市内の職場では今、人手不足というのが言

われています。一方では仕事がない、あるいは自分

の希望する仕事がない、職場がないということであ

りますので、実際の本市の仕事の若い方が希望する

ような職場をつくる。 

 そういうことでＩＴ関係のサテライトオフィスを

立ち上げていますけれども、こういった若い方々が

希望するような企業誘致といいましょうか、職場づ

くりがこれからもっともっと大事になってくると思

っております。 

○７番（田中和矢君） 仕事柄、外国からの方々が

いっぱい来られています。先日も神村学園のネパー

ルからの女の子たちを６人見えるということで、住

む場所をお世話できました。 

 それから間もなくですが、駅近くにベトナムの方

々が７部屋で６人。７、６、42人が入りたいという

ような話も聞いております。 

 ただ、残念なのは、外国の方を排除するわけじゃ

ないですけれども、先ほどと同じく、やはり当市に

住んでいる若い人たちの働く場所を手だてをしてい

ただきたい。そうならないといかん。 

 併せて、優先順位はやっぱり我が市に住んでいる

若い人たち。そして、次には人手不足もあるんで、

ネパールだ、ベトナムだ、インドネシアだと、そう

いったようなことを考えていっていただきたいと思

います。 

 外国人がいっぱい入ってこられることについて、

どのようにお考えでしょうか、人手としての面で。 

○議長（中里純人君） 田中議員。３つの無償化に

ついての質問をしてください。 

○７番（田中和矢君） 確かに通告はしておりませ

んが、やり取りをしているうちにそういったことも

考えたものですから、これはまたの次の機会にとい

うことで。 

 それでは、通告してある財政的に今後この３つの

無償化、あるいは移住・定住の方々に最高300万円

まで補助するといったことが財政的に我が市でどう

でしょうか。 

 私が学校給食費のことを一般質問で何度か取り上
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げたときにも、市長は１億円ぐらいかかるんでなか

なか大変だということ。だけども、結果的にはこう

してやっていただいててありがたいんですが……。 

 財政的な面で今後も継続してやっていただけるの

か、できるのかということをお尋ねしたいと思いま

す。 

○財政課長（長畑正博君） ３つの無償化に係る財

源確保についてであります。 

 本市が今年度から実施しています３つの無償化に

つきましては、ふるさと寄附金基金からの繰入れと

過疎対策事業債の借入れを行い、財源を確保してい

るところであります。 

 人口減少・少子化対策は本市の最重要施策と捉え

ておりますので、今後も現在の財源の確保と有効活

用を図りながら、継続してまいりたいと考えており

ます。 

○７番（田中和矢君） 財政課長のお話だと、今後

もこの３つの無償化は何としても続けていきたいと

捉えていいんでしょうか。 

○副市長（出水喜三彦君） ３つの無償化につきま

しては、やはり非常に危機的な少子化という中で、

財政状況を勘案しながら、実施をスタートしたとこ

ろであります。 

 国のほうも少子化、子どもの戦略のほうを、2030

年までを人口減少・少子化のラストチャンスという

ことで捉えております。 

 これに歩調を合わせる形で、本市としても何とか

財源厳しい中でありますが、ふるさと寄附金、過疎

対策事業債といったものを活用して、継続をしてま

いりたいと思っております。 

○７番（田中和矢君） 市民が非常に喜んでいる、

大変いいことをしてもらっていると感じている３つ

の無償化をはじめ、様々な子育て世代やら、人口減

少を食い止める策をぜひ厳しい財政の中とはいえ、

続けていっていただきたいと思います。 

 次に、二つ目の冠岳小学校の跡地利用についてと

いうところへ移ります。 

 令和３年３月に閉校した冠岳小学校の跡地にドロ

ーンの技術習得支援施設としての提案があるとの報

告を10月３日の日に報告を受けました。 

 それで、このことについて、その後の状況はいか

がでしょうか。ドローンの誘致というか、申出はそ

の後どのようになっているのか。締切りが12月２日

だったと思いますので、お聞かせください。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 冠岳小学校の跡地

活用に関わる公募状況についてであります。 

 冠岳小学校の跡地活用については、民間による利

活用を図るため、12月２日を申込期限とし、利活用

を希望する事業者の公募を実施したところでありま

す。 

 最終的な結果といたしまして、１社の参加申込み

があったところであります。 

 今後、具体的な事業内容が分かる企画提案書の提

出を受けまして、来年１月下旬に審査を実施し、地

域活性化や社会貢献に資するものか。また、経営状

況などについて厳正に審査し、基準に達した場合は、

優先交渉権者として決定することとなります。 

 本年５月から７月にかけて、公募に先立ちまして

実施しましたサウンディング調査には２社が参加さ

れたところでありますが、いずれの企業も今回の公

募には申込みがなかったところであります。 

○７番（田中和矢君） 結果、ドローンについての

申出がなかったということでよろしいんですね。 

 私はこの質問をしましたのは、先ほど牧之瀬校長

先生が言われたこととも関係するんですが、命を大

切にする子どもの教育ということに関連しまして、

このドローンは平和利用であると、私たちが通常見

られないような素晴らしい景色やら山の景色、都市

の景色、素晴らしい画像を見せていただいて、すご

くありがたいことなんです。 

 反面、最近ではイスラエル、ロシア、それからシ

リア内戦、どこでもそうですが、紛争あるいは戦争

が多くて、ＢＳのテレビなんかの紹介によると、ド

ローンを使った攻撃、ドローンを使った爆撃という

のは非常にあります。 

 私はドローンの平和利用は結構なんだけれども、

軍事利用に間接的に加担する可能性もあるのではと

心配しておりましたが、今、企画政策課長の答弁で、

その心配は杞憂に終わったんだと思って、一安心し

たところです。 
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 ぜひこれからも中学校の統廃合があり、二次的に

は小学校の統廃合があり、かなりの多くの学校の跡

地利用についていっぱい出てくると思いますが、基

本的な跡地利用に関する考え方をお聞かせください。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 中学校統廃合に伴

います学校跡地の活用の考え方、方針についてであ

ります。 

 中学校跡地につきましては、広大な土地であるこ

とから、様々な利活用の方法が想定されるものと考

えております。 

 閉校される３中学校につきましては、立地条件、

施設、老朽化の状況など異なっております。現在は

それぞれの中学校の施設の規模や市民の利用状況、

国庫補助金や法令上の制限など、跡地活用に当たり

必要となる情報を収集しているところであります。 

 それらの調査結果を踏まえまして、今後、公共施

設跡地等利活用検討委員会において、企業誘致なの

か、あるいは冠岳小学校のように一般公募なのか、

幅広く検討してまいりたいと考えております。 

 その結果、一般公募となりましたら、令和７年度

にサウンディング型市場調査により民間企業による

市場ニーズ、要望、意見、利活用に関わる課題など

を把握した上で、幅広く公募を実施してまいりたい

と考えております。 

○７番（田中和矢君） 冠岳小学校の校舎は雨漏り

がするということをよく聞いております。 

 跡地利用について、今回のドローンの問題でもそ

うでしたが、貸すこと、譲渡することと二つに分け

て、それで建物を壊すと5,000万円まで補助を出す

とか、相当な金額を出す計画もあったように聞いて

いますが、例えば冠岳小学校の跡地は、木造という

のは、鉄筋と違って、お金をかけてきちっとやれば

かなりの改修ができるはずです。ですから、しっか

りと雨漏りの対応などをした上で……。 

 先日、市の郷土史研究会の方と語る会を傍聴させ

ていただきましたが、その方々がおっしゃっている

のは、非常にいちき串木野にも当市にもいろいろな

文化財に匹敵するもの、あるいは歴史的に意味のあ

るものがあって、それを展示あるいは保護するとい

ったところがないというような話をされておりまし

た。 

 ああいう景色も空気も非常にいい環境の中では、

例えばそういったような利用も考えていただきたい

と思います。 

 冠岳小学校の跡地利用に限らず、例えば西中もあ

と２年もすると、串中と合併するわけです。そうす

ると、西中は海の近くにありますから、先ほどの最

初の漁業のことでも出ましたが、近くに魚がいなく

なったということなどもあるので、他市町でやって

います学校の跡地を利用して、魚の養魚というんで

すか、そういったことも考えてみたりすればいいの

かなと思います。 

 このような提案に対して、どういうお考えを持っ

ていらっしゃいますか。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 議員お説のとおり、

公共施設という部分については、今後多くなってく

るものと考えております。 

 基本的な考えといたしまして、民間という部分の

利活用という部分を前提に、今回、先ほど言われま

したような補助金というのをつくっております。１

億円という部分と、解体で１億5,000万円という形

で、民間譲渡を促すという部分で、こういう補助金

を設けたところであります。 

 併せてサウンディング調査をやっております。こ

ちらについては、議員お説のいろいろな御意見があ

りますけれど、そのような幅広い御意見を頂戴する

と。そういう中で最終的にどういう利活用がいいの

かという部分を最終的に決定していきたいと考えて

おります。 

○７番（田中和矢君） ただいまの答弁でサウンデ

ィング型というのを何回か聞くんですが、知識を持

ち合わせておりませんので、サウンディング型市場

調査ってどんなようなことなんですか。 

○企画政策課長（山﨑達治君） サウンディング型

市場調査につきましては、全国の自治体等が現在取

り組んでおりまして、一般公募の前段階といたしま

して、民間事業者と対話、面談による意見交換を行

いまして、活用のアイデアとか意向などを事前調査

するもので、これを参考に公募条件とか、そういう

ことなどもまた検討していく形になります。 
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○７番（田中和矢君） ありがとうございます。 

 それでは、３番目の長崎鼻公園再整備事業につい

てをお尋ねします。 

 長崎鼻公園のことをかなり事業化して公園を造る

んだということを１年ぐらい前にお聞きしましたが、

その具体的な現在の建設はまだ何も手つかずですが、

建設開始時期とか、あるいは完成して、いつ頃市民

に、あるいは近隣の方々、市外の方々にも提供でき

るのかというような進捗状況についてお伺いいたし

ます。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 長崎鼻の具体的な

建設開始時期につきましては、子育てゾーン、ちび

っこゾーンの財源としておりますデジタル田園都市

国家構想交付金が採択になり次第、令和７年度に工

事を着手し、令和８年度の開園を目指してまいりた

いと考えております。 

 事業の進捗につきましては、令和６年６月19日に

公募型のプロポーザル選定委員会を開催し、大和リ

ースグループを優先交渉権者に決定いたしました。

優先交渉権者と令和６年７月24日に業務契約を締結

し、８月から現地調査及び測量に着手しております。 

 現在は基本設計と同時に、エリアマネジメント推

進業務を行うということとしております。 

 今後は保安林並びに自然公園などの調整について、

関係機関と事前協議を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○７番（田中和矢君） お尋ねしますが、なかなか

図面等とかを見せていただいても、素人はよく想像

ができませんので、今まで世間にないようなものを

造るわけじゃないでしょうから、例えばどこそこの

どういうような公園になるとか、少し我々が想像で

きるようなことを担当課長として発表できませんか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 今は提案されたも

のを基本設計に反映させる作業をしておりますので、

以前、議員全員協議会の中でパース図等をお見せし

たと思いますが、今はその状況です。 

 あと、今の状況ではエリアマネジメントというこ

とでワークショップ等を開催してございますので、

そういったメンバーの方からどういった公園にして

ほしいとか、また管理の面とか、そういったものを

総合的に、今、基本設計に反映している状況でござ

います。 

○７番（田中和矢君） ということは、先ほどお尋

ねしました、鹿児島市のどういうとか、どこ市のど

ういう公園とか、そこまではまだ描かれてないとい

うことでいいんですか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） そうですね。子育

てのゾーンとしましては、屋内遊具をそろえたもの

を設置したいというような考え方でおります。 

 それと、芝広場あるいは年齢ごとに遊具をそろえ

ていきたいと。その遊具の中にはインクルーシブと

いった遊具も備えた公園にしていきたいということ

を考えているところです。 

○７番（田中和矢君） すみません。インクルーシ

ブって何ですか。日本語で。 

○都市建設課長（吉見和幸君） インクルーシブ遊

具ということで、健常者も障がいを持つ方も共にそ

の遊具を使って遊べるような、そういった遊具を今、

採用したいと考えているところでございます。 

○７番（田中和矢君） 今、答弁でありました屋内

遊具ということを、現在、子育て中の方やらが盛ん

に要望されているようです。ぜひこの屋内遊具につ

いても、設計の段階で注文をつけていただければあ

りがたいかなと思います。 

 それで、この公園建設のコンセプト。今、多少は

触れられましたが、インクルーシブとか、健常者と

障がい者の。この公園建設のコンセプト。横文字で

言うといかんから、全体を貫く基本的な観点、考え

方というものがあると思うんですが、それはどうい

うようなことでしょうか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 公園建設のコンセ

プトにつきましては、まちや自然、人々の活動が交

わる「海辺のひろっぱ」の風景を通して、遊び、交

流、賑わいが広がり、安心して暮らし、働き育てる

ことができる楽しく健康で魅力的なまちを次世代に

つなぐことを目指すことが事業のコンセプトとなっ

ております。 

 この計画を基に市民の要望・御意見を基本計画に

反映させるために、エリアマネジメントの実施を行

っております。 
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 エリアマネジメント推進業務では、市内の６団体

から７名、市議会より推薦２名、公募による12名、

計21名の構成員によりますワークショップを10月と

11月に開催しております。 

 現在はワークショップで出された御意見・御要望

を基本設計に反映させるための取りまとめを行って

おり、年明けにはまたワークショップのメンバーに

結果を公表したいと考えているところでございます。 

○７番（田中和矢君） 公園建設のコンセプトに従

ったものを参考にしていくということで、エリアマ

ネジメントとおっしゃいました。これが６団体から

７名、市議２名、そしてほか十数名の方で構成され

ていて、そういった中でどのような公園建設になる

かを検討するということです。 

 もちろんこういう方、協議会とか推進何とかとか

いうのは結構なんですが、一般の市民の方々の御意

見を聞く機会は設けないんですか。それか既にもう

そういう話合いもしたのか。 

 もしそうでなければ、一般の市民の方の意見を聞

きたいというようなことはできませんか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） ワークショップの

メンバーの方々も年代も幅広く構成員に入っていた

だいております。構成員の中には、高校生も中には

入っているということで、先ほど言いました次世代

へつなぐという観点から、そういったことを採用し

ていきたいと考えております。 

 結果については、今後公表していくということは

考えておりますが、計画については、ワークショッ

プのメンバーの御意見をお聞きしながら進めてまい

りたいと考えているところです。 

○７番（田中和矢君） ワークショップの方々、エ

リアマネジメント、それから多数の方々が参加して

設計に関わっていくということですが、一、二度は

市民の方の意見を聞く集まりも開いてみたらどうか

なと思いますが、そういったことはやるつもりはあ

りませんか。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 今、市民の団体と

して各団体から推薦いただきました。それと一般公

募も多くの方に参加していただいているところでご

ざいます。 

 この方々の意見を取りまとめた上で、計画の公表

についてはホームページなどを使ってしていきたい

と思いますが、この計画を今からどうこうするとい

うことについて、そういう市民向けの会議といった

ものを今、開く予定はございません。 

○７番（田中和矢君） 何か大きな行事をするとき

には、できるだけ一般の市民の声を聞き取れるよう

な配慮をしていただきたいなという希望を思ってお

ります。 

 次に、昨今、新聞等でもよく取り上げられますが、

人件費や資材高騰、物価高によりいろいろな事業の

増額や、あるいは予定していた規模縮小等の影響は

ないものかどうかをお尋ねします。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 本事業につきまし

ては、要求水準額を当初６億6,000万円で設定して、

事業者から６億5,997万300円の提案がなされたとこ

ろでございます。 

 現在は事業者から提案された整備内容を基に現地

調査、測量及び各関係機関との調整を行っており、

ワークショップの構成員の皆様方からいただいた施

設整備や周辺環境等に対する御意見・御要望を整備

計画に反映できるよう基本設計を進めております。 

 なお、事業者から提案された令和６年度当初に算

定された提案額でございます。その後も人件費や資

材高騰していることから、整備費に対する影響はあ

るものと考えているところでございます。 

○７番（田中和矢君） そのようなことが影響はな

いことはない、あるものと予想されるという当然の

ことだと思いますが、そういった影響をなるべく少

なく小さくして、事業規模も当初の予定から小さく

ならないように、ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。 

 先ほど、議長、３つの無償化のことで、一つ、私

も上がり症なものですから、ちょっと聞き忘れた点

がありますが……。 

 給食の質と量について、振り返って、遡って聞く

わけにいきませんか。時間も十分あります。いいで

すか。許されるなら……。 

○議長（中里純人君） 飛ばされているんですよね。 

○７番（田中和矢君） 意識的にじゃなくて、飛ば
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してしまいました。 

○議長（中里純人君） それでは通告にありますの

で、給食の件について質問してください。 

○７番（田中和矢君） すいません。御高配を賜り

まして、ありがとうございます。大変失礼しました。 

 教育委員会の教育総務課長にお聞き……。課長が

お答えになるかどうか知りませんが、お尋ねさせて

ください。 

 昨今の食料品等の物価等の値上がりで学校給食の

質と量の確保はいかがなものでしょうか。また、そ

れに対してどのような努力をなさっているのか。 

 学校給食というのは、本当に子どもたち、保護者

ともにすごく期待が大きいんですが、いかがでしょ

うか。 

○学校給食センター所長（吉永康彦君） まず、学

校給食の質と量の現状についてお答えしたいと思い

ます。 

 児童生徒に必要な栄養量については、学校給食法

に児童または生徒１人１回当たりの学校給食摂取基

準が示され、健康を維持し、体格の向上等に必要な

エネルギーやカルシウムなど、発達段階に応じた栄

養素ごとの摂取基準が定められております。 

 このことを踏まえまして、本市の学校給食では、

栄養教諭がこの摂取基準や食材価格等を考慮し、食

材の見直しやデザートの提供回数の調整等を行い、

献立を作成しております。 

 作成した献立は、市の校長会、学校の給食担当の

教諭、ＰＴＡの各代表者の方々で構成する学校給食

専門委員会で審議をしていただき、承認を得た上で

献立を決定しており、本年度も摂取基準を満たした

栄養バランスや量の学校給食の提供ができていると

ころでございます。 

 続きまして、対策等についてですが、給食価格高

騰対策といたしまして、令和４年度、５年度は食材

価格が高騰する中、給食費を据え置いたまま、これ

までどおりの栄養バランスや量を確保するため、市

から市学校給食会へ食材価格上昇分を学校給食食材

価格高騰対策事業として、令和４年度は680万3,000

円、令和５年度は1,045万3,000円を補助しておりま

す。 

 さらに、児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を

図り、安心して子どもを産み育てやすい環境づくり

を推進するため、市立小・中学校に在籍する児童生

徒の学校給食費無償化事業を令和６年２月から実施

しているところでございます。 

 なお、令和６年度の給食費は食材価格上昇分約

10％の値上げを行ったことから、これまでどおり栄

養バランスや量を確保した給食の提供を行っている

ところでございます。 

 今後も食品価格の動向を注視し、必要に応じて献

立の見直しや給食の改定を検討するなど、栄養バラ

ンスや量を確保した給食の提供を続けてまいりたい

と考えております。 

○７番（田中和矢君） 様々なことをやっていると

いうことで、それで試食会などをやっていると。こ

れには子どもの参加はないですか。子どもたちから

意見を聞くというようなことは実施されないんでし

ょうか。 

 ＰＴＡ、校長会、いろいろな組織で成り立ってい

る給食試食会ですね。試食会で子どもが食べるんじ

ゃなくて、子どもたちに「どうですか」というよう

な意見を聞くような機会というのはないんでしょう

か。 

○学校給食センター所長（吉永康彦君） ３年に一

度、給食に関するアンケートというのを子どもたち

にも実施しているところでございます。 

 対象者のほうは小学校が２年、４年、６年生、中

学校のほうが１年、３年生を対象にしているところ

です。 

 その中の項目といたしましては、御飯については

どうですかとか、パンについてはどうですか、量と

かそういった部分で質問しております。 

 まず御飯につきましては、小・中学校とも約７割

程度の子どもたちがちょうど量はいい。また、それ

よりも多いと答えた方を合わせますと、大体９割程

度の子どもたちが御飯については、量とか質につい

てはいいという回答です。 

 パンもほぼ同じような感じでございまして、おか

ずにつきましても、約７割以上の子どもたちがちょ

うどいい、多いといった御意見をいただいていると
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ころです。 

 また、子どもたち以外につきましても、学校単位

で行われる試食会で保護者にも給食を食べてもらい、

アンケートを実施しているところでございます。ア

ンケートの中では、味について、量についても約９

割以上の方々がおいしい、ちょうどいいといった回

答をいただいているところでございます。 

○７番（田中和矢君） 市から学校給食に対する補

助が680万円から１千何十万円に上げられている。

これからも物価高騰が分かると思いますが、今後も

ぜひ子どもたちの学校給食については、積極的な援

助を続けて……。市長、聞いていますか。ぜひ学校

給食の援助については大事なことですので、よろし

くお願いいたします。 

 学校給食の無償化、子ども医療費の無償化、保育

料の無償化。特に学校給食については、非常に家で

満足に食べられない子もいるという話もありますの

で、ぜひ力を入れてやっていただきたいと思います。 

 今後、市長は給食費のことについて、どのように

お考えなのかをぜひ聞かせていただきたいと思いま

す。それを最後にしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど来答弁しております

ように、この３つの無償化は、厳しい財政状況であ

りますけれども、引き続き取り組んでいきたいと思

っております。 

○７番（田中和矢君） それでは、一般質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中里純人君） 次に、吉留良三議員の発言

を許します。 

   ［５番吉留良三君登壇］ 

○５番（吉留良三君） 寒くなってまいりまして、

昨日は初霜も下りたようです。 

 そうした中、先ほど沿岸漁業の困難さも言われま

したけれども、私の周辺の実りの秋であるみかんの

生産量も非常に低下をして、大変厳しい状況がある

し、梅も２割か３割ほどしか取れなかったというこ

とでした。本当に気象に影響されて、農業も大変厳

しいようです。これらもしっかりと今後対応してい

かなきゃいけないと思います。 

 本日は２点ほどの通告をさせていただきました。 

 一つは、発達障がいのある児童生徒等への支援策

についてであります。 

 発達特性のある児童生徒の割合が増加していると

の報道がなされています。また、学校では昨年度は

全国で34万人の児童生徒が不登校との報道もありま

した。県内では、県教委の発表も先にありましたが、

5,427人という発表があったところです。 

 その要因は様々でしょうけれども、その一つの要

因として、発達特性のある児童生徒が不登校になっ

た事例も多いと言われています。 

 ひきこもりについても発達特性のある子どもが大

人になった場合、また発達障がいのグレーゾーンと

言われる方がひきこもりになる事例も多いそうであ

ります。発達特性のある、または可能性がある乳幼

児から大人へ早期発見・早期療育の必要性を感じ、

今回質問をいたしたいと思います。 

 発達特性について、南日本新聞が先ほど10回ほど

の特集を組んでおります。私たちもその記事等で現

状と課題について新たに知ることもできました。早

期発見・早期療育、義務教育の中でも支援の充実が

望まれます。 

 一方で、専門医師の不足、相談体制、放課後デイ

サービス、学校でも支援学級の教室不足や教職員の

経験が少ないなど、多くの課題が指摘をされており

ました。 

 発達特性の認知度が上がり、早期発見・早期療育

を求める支援ニーズについて、市長自身がどのよう

な認識、考えを持たれているのかをまずお伺いし、

壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 吉留良三議員の御質問にお

答えをいたします。 

 発達特性のある児童生徒等への早期発見・早期療

育を求める支援ニーズに対する認識、考えについて

であります。 

 発達特性は、自閉症やアスペルガー症候群、注意

欠陥多動性障がいなど、脳機能の発達に関するもの

であり、これらの障がいは早期に発見し、適切に支

援を受けることで、その後の成長や社会適応に大き
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な影響を与えるとされております。 

 平成16年の発達障害者支援法の制定以降、発達特

性に関する正しい知識が広まっていることで認知度

が高まり、社会全体での理解とともに、様々なケー

スが認識されるようにもなっております。 

 こうした個々の特性やニーズに応じた支援を行う

中では、早期発見と早期療育が重要な要素であり、

乳幼児期の健康診査や各種相談会により早期に発見

し、児童発達支援事業等による早期療育につなげる

こと。また、学校教育においては、特別支援教育を

通じ、児童生徒が個々の特性に応じて、自信を持っ

て学び、成長できる環境づくりが重要であると考え

ております。 

 今後も発達特性のある方々が安心して自分らしく

生活できるよう、関係機関と連携して、地域社会全

体での理解と切れ目のない支援を行ってまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○５番（吉留良三君） 市長も今、早期発見・早期

療育が必要だということを表明されたと思うんです

が、社会的に自立して生活できるように、個別の状

態や特性に応じて支援するという早期療育に持って

いって、該当する方々が今後、生活する上で大事な

課題だと思います。 

 また、文部科学省も不登校増加の要因の一つに特

別な配慮が必要な子の指導・支援に課題があったと

分析していると、これも新聞報道等でもありました。

いかに早期発見・早期療育が必要かということだと

思います。 

 次に、その中で早期発見に向けた取組について伺

いたいと思います。 

 １歳６か月健診、３歳児健診は国の母子保健法に

基づいて各自治体で実施されています。特に３歳児

健診は、子どもの発達行動の様子を確認する項目が

あり、発達育成が気になる子どもについて、把握に

努められていると考えます。 

 発達特性の早期発見の取組、さらに相談体制につ

いての本市の実情と考えを伺います。 

○福祉課長（田中俊二君） 発達特性の早期発見の

取組、相談体制についてであります。 

 早期発見の取組につきましては、１歳児から５歳

児に対して６回の健康診査等を行い、年齢に応じた

簡易な発達テストを実施しております。その後、必

要に応じて、公認心理師等による面談や詳細な検査

を実施しております。 

 相談体制につきましては、発達相談会を年10回、

乳幼児健康相談会を年６回、親子教室を毎月開催し、

公認心理師や理学療法士などの専門家と相談できる

体制を取っております。 

 健康診査等や各種相談会での結果を踏まえ、療育

が必要となった場合は、児童発達支援や放課後等デ

イサービスなどの事業を活用し、必要な療育につな

げております。 

 小・中学校においては、就学相談会を８月と９月

に実施し、子ども一人ひとりの教育的ニーズを的確

に把握・整理し、特別支援学級等への進学など、適

切な学びの場を提供できるように努めております。 

 今後も発達特性に対する支援ニーズに応えるため、

関係機関との連携を強化し、切れ目のない支援を行

ってまいります。 

○５番（吉留良三君） 本市としても様々な相談会、

健診がされているようですが、文部科学省では障が

い（疑いを含む）に起因する特別な教育的支援の求

めや相談があったのは、県内の小学生で8.8％、中

学生で6.6％とあります。 

 本市の状況はこういう観点からいくとどのような

状況で、例えば増えているとか、減っているとか、

その辺は分かりますか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 小・中学生の現状

についてということだと思いますので、お答えした

いと思います。 

 本市につきましては、今年度、小学校が79名、中

学校が54名、全部で133名の児童生徒が特別支援学

級に入っております。 

 学級数としましては、小学校のほうが17学級、中

学校のほうが13学級、合計30学級となっております。 

 ５年前の令和２年度が全部で93名でしたので、今

年度は133名ということで、本市も増えている状況

にあります。 

○５番（吉留良三君） 早期発見の取組の中で、本
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市でも保育園とか幼稚園などへの巡回支援員の相談

支援、アドバイスが行われていると思うんですが、

これについてはどのような状況でしょうか。 

○福祉課長（田中俊二君） 保育園、幼稚園等の巡

回支援についてでありますが、保育園、幼稚園等、

また保護者からの要望がありましたら、臨床心理士、

または保育師により巡回の相談を行っているところ

であります。 

○５番（吉留良三君） 巡回支援相談がされている

ということですが、先ほどの課題じゃないんですけ

れど、３つの無償化の関係等を含めて、本市へ転入

して入園というのも数名あったと話を聞いています

し、本市居住者の方も多いんでしょうけれど、働き

が多くなって、結局忙しいもんだから、支援員がい

ろいろ確認しても、なかなか保護者等のつながりと

いいますか、意思疎通が欠けているんじゃないかと

いう話も実は聞いたんですが、その辺はつかんでい

らっしゃいませんか。 

○福祉課長（田中俊二君） 関係性の少ないといい

ますか、御父兄との対応ですが、こちらにつきまし

ては、保護者のほうから、特に転入のとき等にある

んですが、福祉課等に来ていただいた際に、療育の

支援の内容ですとか、そういった相談を受けまして、

事業所の紹介等をしているところであります。 

○５番（吉留良三君） 実はこれは現場の悩みだっ

たんですけれど、なかなか伝え切れないという悩み

を言われたものですから、お伝えしながら、現状を

聞いたところです。 

 ですから、そういう支援員が行かれて相談しなが

らいろいろしても、なかなか親御さんとの、保護者

との接触というか、十分な説明ができない弱さを感

じているということがあったものですから、今後そ

ういうことを含めて、ぜひ対応していただければと

思います。 

 次に行きます。 

 現在、国も発達特性のある子どもの早期発見・早

期療育を進める中で、現行の１歳６か月児健診、３

歳児健診、就学前健診が必要とされていますが、国

も発達特性のある子どもの割合の増加、不登校の増

加等の対策として、集団活動や集団教育について検

査する必要性を感じて、来年度から５歳児健診を実

施するため、予算措置が始まって、2028年には全て

の自治体で５歳児健診を実施する方向性が示された

と思います。 

 現在、５歳児健診は自治体では任意とされており

ますが、必要性を認識し、実施している自治体も県

内にもございます。これらの動向をつかんでいらっ

しゃるでしょうか。 

 そして、市はそういう方向性、先ほど市長も言わ

れましたが、何といってもやっぱり早期発見・早期

療育の体制を強めていきながら、子どもたちの育ち

を見守っていくということだと思うんですが、その

辺のことはいかがでしょうか。 

 他自治体の動向等をつかんでいらっしゃるのか。

それから、本市としても５歳児健診を含めた実施を

する予定はないのかを伺います。 

○子どもみらい課長（久徳和久君） 国の５歳児健

康診査の各自治体の動向についてであります。 

 県内市の現状で申し上げますと、令和６年度にお

いて、実施済みが５市であります。令和７年度以降

につきましては、現時点の状況で、令和７年度に実

施予定が２市、健診に代わる相談での対応予定が２

市、現在実施している事業体制等での対応や同規模

市のモデルが示されれば検討していくとのことで、

実施予定なしが３市、実施未定が６市と聞いている

ところでございます。 

 続きまして、５歳児健康診査の実施の検討につい

てであります。 

 発達特性の早期発見については、１歳児から健康

診査や相談会を１人の子どもについて合計６回実施

しております。その６回全てにおいて成長発達を確

認し、気がかりのある子には個別相談等につなげる

取組をしております。 

 その取組の一つでありますが、本市では５歳にな

った子どもに対し、歯科検診の場を利用して、５歳

児の成長発達を確認するために、歯科問診のみでは

なく、体の動き方や手先の器用さ、言語発達、栄養

面、日常生活習慣やくせなど、保護者に聞き取りを

行い、簡易な発達テストを実施し、集団生活を営む

上で必要な社会性や調和的な行動を行えるかについ
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て確認を行っております。 

 また、その結果から発達に気がかりがあると判断

した子どもにつきましては、公認心理師による面談

を実施し、その後、他職種による相談会で詳細な検

査を受けてもらい、保護者と子どものニーズを確認

しながら、児童発達支援事業所の紹介や医療機関等

につないでおります。 

 国の示す５歳児健康診査の取組は、子どもの社会

性の発達状況や育児環境の課題に対する気づきの場

として必要な健康診査と認識しておりますので、本

市の現在の健診内容の検証を行い、足りない部分を

補うなどして、事業を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○５番（吉留良三君） 歯科検診等の際の検診を含

めて、今、対応はされているということですが、あ

と、途中転入者で４歳、５歳とか６歳とかいう方々

が転入してきた場合等の確認というか、その辺はど

うなりますか。 

 例えば他市での状況を確認するとか、そういうこ

とを含めて……。実質、５歳児健診があればいいの

か。 

○子どもみらい課長（久徳和久君） 転入者等の対

応についてでございますけれども、各自治体におい

て、実際その健診を行う年齢の基準、年齢等が違っ

たりしますので、そこを確認しながら、本市におい

ても対応できる分については、実施していくという

形になろうかと考えております。 

○５番（吉留良三君） それと現在、発達特性の

方々が急増している傾向を含めてありますが、虐待

による影響もあるのではないかという見解もありま

した。 

 出生数は70万人余りである中で、虐待の対応件数

は20万件以上あって、カテゴリー診断だけでは発達

障がいに見えるが、虐待によるトラウマ、心的外傷

症であることが少なくないということが書かれてい

ましたけれど、この辺のきちんと診断して、親子へ

の治療が必要との見解については、今されている健

診等でこの辺まで含めて確認できるというか、そう

いう状況ということでいいんでしょうか。いわゆる

虐待による影響です。 

○子どもみらい課長（久徳和久君） 虐待による影

響等についてでございますけれども、健診等につき

ましては、気がかりになる子がいましたら、その後、

発達相談等に応じて、臨床心理士等が詳しい聞き取

り・検査等をしていきますので、その場で虐待等が

あった場合等々の聞き取りなどは実施できるかと思

います。 

 あと、他市から転入して来た場合等につきまして

は、情報提供書をもらって、虐待があった場合等の

把握はしているところでございます。 

 それと、すいません、先ほど申し上げました転入

者の確認のところでありますけれども、転入者につ

きましても、情報提供書を頂いて、それで気がかり

になる子については、対処、確認を行っているとい

うことになります。訂正させてください。 

○５番（吉留良三君） 次へ行きます。 

 学校での現在の支援学級の設置状況、さらに増加

する支援ニーズに対して、支援学級の職員、支援員

等の支援体制の現状と課題は何か伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 本市の特別支援学

級と通級指導教室の設置状況についてでございます。 

 本市の特別支援学級は、小学校に17学級、中学校

13学級、合計30学級設置しております。30学級のう

ち、17学級が知的障がい学級、13学級が自閉症、情

緒障がい学級でございます。 

 通級指導教室ですが、串木野小学校に学びの教室、

串木野中学校に学び舎を設置して、それぞれ１学級

ずつとなります。 

 現状と課題ということでございますが、支援が必

要な児童生徒の多様なニーズに対する支援体制の現

状と課題ですけれども、各学校においては特別支援

教育コーディネーターを配置して、コーディネータ

ーを中心に校内支援委員会を定期的に開催し、一人

ひとりのニーズに対応した全校体制での支援に努め

ております。 

 また、巡回相談では、特別支援学校の職員に児童

生徒の支援の在り方や校内支援体制について助言を

いただいて、日々の支援に活かしております。 

 さらに、通常の学級に在籍する支援が必要な児童

生徒には、特別支援教育支援員を配置し、子に応じ
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た支援を行っているところでございます。 

 特別支援学級、通常学級在籍に関わらず、支援が

必要な児童生徒については、個別の指導計画・支援

計画を作成して、短期目標、長期目標の設定や該当

児童生徒が行った効果的な支援、本人や保護者の願

い、関係機関との連携などについて記録を残し、本

人に関係する全ての支援者が情報を共有しながら、

継続的に丁寧な支援に努めております。 

○５番（吉留良三君） 今、小学校で17、中学校で

13、支援学級があると言われましたが、通級指導教

室が串小、串中に１学級ですね。そこへのいわゆる

通いというか、通っていく状況はどうなんですか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 他校から串木野小

学校や串木野中学校の通級指導教室に通う児童生徒

はどれくらいいるかということでございます。 

 他校から通級指導教室に通う児童生徒数は、令和

６年度は串木野小学校の学びの教室に通級している

児童が16名おり、そのうち３校８人が他校から通級

しております。串木野中学校の学び舎については、

11人のうち１校３人が他校から通級しております。 

 いずれも週に１時間から２時間の通級であり、週

の時間割については、年度初めに保護者の都合等を

考慮しながら、時間帯や曜日を決めております。 

 本市の通級指導教室は小・中学校ともに１学級で、

担当教員が１人しか配置されていないため、巡回通

級というのが今ありますが、そういったものはちょ

っと難しいという状況が現状であります。 

 また、通級指導教室が配置されている串木野小学

校、中学校は各学校からの移動時間がさほどかから

ないというところもあるため、保護者からの要望も

現時点では出ておりません。 

 多くの児童生徒のニーズに寄り添った効果的な支

援ができるように、今後も保護者と連携を図りなが

ら、通級指導のほうを進めてまいりたいと思います。 

○５番（吉留良三君） 支援学級の担任教諭の支援

学校の免許保有率は、国が令和３年度で31％という

数字が示されておりましたが、今後、対象の増加も

懸念といいますか、ある中で、現在の免許保有率は

どうなのでしょうか。 

○学校教育課長（西村喜一君） 特別支援学級担任

の支援教育に係る教育職員免許状の保有率について

でございます。 

 令和６年度の特別支援学級担任の特別支援教育に

係る教育職員免許状の保有率は20％でございます。 

○５番（吉留良三君） 国からすると、10％ほど低

いという現状があるようです。さらに新聞報道でも

５人に１人が未経験という情報が出されておりまし

たが、経験年数が少ない課題も指摘されております。 

 多様化する支援学級の子どもの支援・対応に向け

た取組・研修等の状況はどうなのか伺います。 

○学校教育課長（西村喜一君） 特別支援学級担任

の特別支援教育の経験年数についてでございます。 

 令和６年度の特別支援学級担任の特別支援教育の

経験年数は、小・中学校合わせて未経験者が９名、

１年から５年未満の方が11名、５年以上10年未満の

教員が７名、10年以上が３名でございます。 

 また、研修についてでありますが、各学校におい

ては、特別支援教育の校内研修、校内就学指導委員

会。市としては、特別支援教育担当者研修会を行っ

ています。また、今年度初めて特別支援学級の担任

となった教員については、県の特別支援学級等新任

担当教員研修会に参加するなど、様々な内容の研修

会を計画的に行い、特別支援教育が円滑に進められ

るようにしています。 

 現在行っている研修については、内容を充実させ

ながら継続していきたいと考えております。 

 特別支援学級の児童生徒のニーズに対応できる充

実した支援のためには、担任はもちろんですけれど

も、学校全体が取り組むことが必要になってきます。

まずは特別支援教育について管理職が正しく理解し、

リーダーシップを発揮して、校内支援体制を確立す

るために、管理職研修会等で特別支援教育について

の研修の内容の充実を図っていきます。 

 また、各学校の特別支援教育の校内研修において

は、指導主事とか特別支援学校の職員による具体的

な支援内容についての指導を行っております。 

 さらに、学期１回開催される特別支援学級部会と

いうのがございますが、その中で日常の指導の中で

の課題を話し合う場を設定したり、特別支援学級が

情報を得られる場の設定を行っております。 
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 様々な機会を捉えて、一人ひとりのニーズに応じ

た支援の在り方等の研修の充実に努めてまいります。 

○５番（吉留良三君） 教員の研修等を含めて専門

性を高めて、教育の質の向上を図って対応していく

必要があると思うんです。 

 その中でもやっぱり今の学校の現状。多忙化等を

改善しながら、やっぱりきめ細かな教育ができる状

況が欠かせないと思うんですけれども、それは当然

だと思うんですけれど、いかがでしょう。その辺の

観点。 

○学校教育課長（西村喜一君） 特別支援教育はそ

れぞれの子どもたちのニーズに合った教育をしてい

くということでありますので、確かに学校の先生方

は様々な仕事を抱えていますので、多忙なところも

あるかもしれませんけれども、非常に大事な教育で

あるということも踏まえながら、研修等を通して、

より充実した教育ができるようにという内容を今後

も考えていきたいと思っております。 

○５番（吉留良三君） 最後に教育長にお伺いした

いと思うんですけれど、先ほどもありましたが、発

達特性は病気ではないし、それぞれ凸凹した成長と

いいますか、そうした中で発達特性の人たちであっ

ても、例えばベートーベンとかモーツァルトとかピ

カソとか、様々な素晴らしい能力を発揮する、そう

いう例がこの間ずっとあると思うんですけれども、

このような特殊な才能のある人間が活躍しやすい社

会を実現するのも、これからの行政には強く求めら

れると思うんです。 

 これからの学校づくりのポイントとして、一様に

育たない、そういう凸凹した育ちをする子どもたち

一人ひとりに寄り添った、多様な子どもが学べる環

境をどのように保障するかというのがこれからの大

事な観点じゃないかと思うんですが、教育長、最後

にいかがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） インクルーシブ教育と合

理的な配慮というようなことになろうかなと思いま

す。 

 誰しもが相互に人格と個性を尊重し合い、支え合

い、多様な在り方を相互に認め合える共生社会の形

成に向けて、インクルーシブ教育システムの理念は

大変重要であり、そのためには特別支援教育を着実

に進めていく必要があると思います。 

 多様な子どもたちができるだけ同じ場で共に学ぶ

ことを目指すインクルーシブ教育においては、一人

ひとりの子どもの教育的ニーズを把握して、適切な

指導及び必要な支援を行いながら教育を進めていく

ことが大切です。 

 このような支援を行いながら、一人ひとりの特性

を認め合い、助け合いながら学習活動を進めていく

ことは、障がいのある子どもや学習上または生活上

の困難がある子どもたちはもちろん、全ての子ども

にとってよい効果があるものと考えております。 

 また、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、

個別の教育的ニーズのある子どもに対して、自立と

社会参加を見据えた通常学級、通級による指導、特

別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多

様な学びの場を整備、提供することも大切であると

考えております。 

 一人ひとりの子どもが授業内容が分かり、学習活

動に参加している実感、達成感を持ちながら、充実

した時期を過ごすための合理的配慮は各学校におい

て行われています。 

 例えば耳から入る情報が苦手な児童生徒に対しま

しては、指示を書いて示す。識字障がいがある児童

生徒に対しては、教科書の漢字に読み仮名を振る。

たくさんの情報を処理するのが難しい児童生徒のた

めには、板書する内容を精選し、分かりやすくまと

める。目に入るものが多くなると落ち着かない児童

生徒の座席配置について配慮するなど、一人ひとり

の障がいの状態や教育的ニーズ等に応じて提供する

ことが大切でございます。 

 合理的配慮については、本人や保護者からの相談

を受けて行うものであり、学校の設置者及び学校に

対して、体制面、財政面において均衡を失した、ま

たは過度の負担にならないようにというのが定義さ

れております。 

 一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズ等に応

じて検討し、できることを丁寧に行いながら進めて

いくことが必要であると考えております。 

○５番（吉留良三君） 大事な課題で私も初めて触
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れさせていただきましたが、今後とも早期発見・早

期療育に向けて、私どもも一緒にやっていきたいと

思います。 

 それから、最後の課題です。 

 学校給食を基盤とした地産地消の推進についてで

あります。学校給食の地場産活用の進捗状況と課題

は……。 

○議長（中里純人君） 吉留議員。その項は昼食の

後にしますので、一旦ここで切ってください。 

 ここで昼食のため休憩します。再開は午後１時30

分とします。 

             休憩 午後０時08分 

             ───────── 

             再開 午後１時29分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

○５番（吉留良三君） 引き続き２番にまいります。 

 今年４月から食まち条例にもありますように、地

場産の野菜・果物の活用の方針が本格的にスタート

しまして、現在、順調に行っているんじゃないかと

思っていますが、学校給食の地場産活用の進捗状況

と課題について、まずお伺いします。 

○学校給食センター所長（吉永康彦君） 学校給食

の地元農産物の利用状況についてでございます。 

 学校給食の米飯で使用する米は、今年度も全てい

ちき串木野市産のヒノヒカリを使用しているところ

でございます。 

 地元野菜・果物の使用量は、今月末までの使用量

が2,374キログラム、使用率は6.6％と見込んでおり、

昨年度との比較では、令和５年度の１年間の使用量

が2,405キログラム、利用率が4.8％でしたので、今

月末時点で昨年度の１年間と同程度の使用量であり、

使用率も1.8％の増となっているところでございま

す。 

 なお、地元産の米と野菜・果物を加えた使用率に

ついては、今月末時点で33.3％、前年度より0.4％

増を見込んでおり、昨年度を上回る状況となってい

ます。 

 また、今後の地元産活用においても、１月に有機

野菜やぽんかんなど約1,500キログラムを使用する

予定となっており、１月末での地元産野菜・果物の

使用率は約９％になると見込んでいるところでござ

います。 

 次に、地元農産物の利用課題といたしましては、

天候不順による発育不良のため、予定の数量が確保

できず、今年度は地元産野菜のジャガイモ、ショウ

ガ、白菜などの使用が取りやめになったことがあり

ました。 

 給食センターでは１日に約2,100食の給食を提供

しており、安定的な給食食材として質や数量の確保

が重要でございます。 

 今後も農政課等と協議連携を図りながら、安定的

に確保できるように生産者に協力をいただき、数量

の確保ができる野菜などから使用拡大に努めてまい

りたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） 食まち条例でも26年までに

10％という目標を掲げてあると思うんですが、今の

説明では１月末で９％になるかもしれないというこ

とで、順調に進んでいるようでありますが、おっし

ゃったように天候不順等で様々な課題もあるようで

す。今後それらを整理しながら、さらに増やして、

地域循環型経済に寄与するように頑張らなきゃいけ

ないのかなと思います。 

 ２番目に行きます。 

 生産者が納品しやすい環境を整備するなど、今後

考えていくべきではないかということで、今、順調

に来ていますけれども、様々な課題もあると思うん

ですが、天候のこともあります、様々課題があると

思うんですが、今後考えていくべきではないかと思

うんですが、いかがでしょうか。 

○学校給食センター所長（吉永康彦君） 生産者が

納品しやすい環境整備についての御質問だったと思

います。 

 これまで課題でもありました地元野菜の納品体制

につきましては、今年度、生産者１名が給食センタ

ーと献立に必要な野菜の数量等の打合せ後、他の生

産者への納入依頼と集荷作業を行い、給食センター

に納品する体制ができたことから、地元野菜の使用

量は増加傾向になっている状況でございます。 

 このことから順調に納入量を増やしている現在の
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納品体制を今後も維持・充実を図り、協力していた

だける生産者を増やしながら、地元農産物の使用量

拡大に努めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

○５番（吉留良三君） 今、若手農業者だと思うん

ですが、様々協力いただいて、今ありましたように、

目標を超えて納入がされている現状があります。 

 ただ、農業者ですので、仕入れ業者でないため、

例えば保管庫をどうするかなど様々出てくると思い

ます。環境整備に向けて、できることを手だてし、

アドバイスをしながら、若手農家の育成、地域経済

の循環を図ってほしいということで、希望を申し上

げ、今日はこれで終わります。 

○議長（中里純人君） 次に、福田清宏議員の発言

を許します。 

   ［15番福田清宏君登壇］ 

○15番（福田清宏君） これより先に通告いたしま

した事項について、順次質問を行います。 

 １番目は、水産業の振興についてお尋ねします。 

 まず、遠洋まぐろ漁業の振興施策について伺いま

す。 

 一つ目は、まぐろ漁船母港基地化奨励事業につい

てであります。 

 令和５年度の決算では全額不用額となっておりま

すが、直近５か年の成果について伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。市長の答弁

をいただき、その後の質問は質問者席から行います。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 福田清宏議員の御質問にお

答えをいたします。 

 まぐろ漁業の振興策についてであります。 

 本市は豊かな自然、歴史と文化、地理的特性に育

まれたさつまあげ、焼酎、ポンカン、まぐろなどな

ど、豊かな食材に恵まれ、食のまちを標榜し、まち

づくりに取り組んでいるところであります。 

 とりわけまぐろは、本市の食を代表する素材であ

り、まさに私は金看板であると思っております。ま

ぐろの漁船数も日本有数の船籍数を誇っているとこ

ろであります。 

 近年はまぐろ業界の皆さん方も物価高、燃油高騰、

円安、こういった影響を受け、大変厳しい状況にあ

るとお聞きいたしております。 

 そのような厳しい状況の中においても、今年４月

には串木野新港で１年ぶりにまぐろの水揚げをして

いただきました。多くの市民の皆さん方の見学もあ

り、あのような光景を間近で拝見しますと、まちに

活気と元気をもらった、そういう気持ちがいたしま

した。 

 また、翌日には新しいまぐろ漁船建造の進水式も

行われ、本市にとって重要な基幹産業として、さら

に推進していかなければならないといったことを改

めて感じたところであります。 

 御質問のまぐろ漁船母港基地化奨励事業の実績に

つきましては、担当課長のほうから答弁をいたしま

す。 

○水産商工課長（福山昌浩君） まぐろ漁船母港基

地化奨励事業の実績であります。 

 本市所属の遠洋まぐろ船の独航船への物資などの

積込みやまぐろの水揚げに係る運搬船に対する実績

についてであります。 

 令和元年度は独航船５隻が串木野漁港外港から出

港し、250万円を補助しております。令和２年度は

独航船２隻が出港し、生活物資等の経費に対して、

336万円の補助。令和４年度は運搬船１隻が水揚げ

を行い、市内まぐろ漁業事業者が漁獲したキハダマ

グロ約23トンの水揚げ等に対して、114万円の補助。

令和６年度は４月に運搬船１隻が水揚げを行い、キ

ハダマグロ約29トンの水揚げ等に対して、143万円

を補助しております。 

 なお、令和３年度及び令和５年度につきましては、

独航船及び運搬船の出入港の実績はありませんでし

た。 

○15番（福田清宏君） まぐろ漁船母港基地化奨励

事業が実施されてからのここ５年間の成果をお尋ね

したところであります。およそ10年前の平成27年に

はまぐろ漁船が６隻、運搬船が４隻、合わせて10隻

の入港があって、水揚げが180トン、１億200万円の

水揚げ。そして、物資の積込みもあったということ

で、合わせて物資の積込みに４億6,200万円の経済

効果があったという10年前の実績であります。 
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 そしてまた、翌々年の平成29年は合わせて９隻の

入港ですが、まぐろ船が３隻、運搬船が３隻入港し

たという実績のある流れでありますが、ここ数年代

の決算において不用額が計上されたことが気がかり

になりましたので、ここでお尋ねしたようなことで

ございます。 

 次の項に進みます。 

 二つ目は、まぐろ漁船母港基地化の推進について

であります。 

 まぐろの町を標榜する我が市にとって、どのよう

な施策をもって対応しているか伺います。 

○水産商工課長（福山昌浩君） まぐろ漁船母港基

地化奨励事業についてであります。 

 補助対象経費の内容としては、五つございます。 

 一つ目が、まぐろ漁船の串木野漁港への回航に係

る経費としまして、遠洋まぐろ漁船が寄港、回航し

てきた実績に対して、まぐろ漁船１隻当たり50万円

以内を交付することとしております。 

 次に、まぐろ漁船の串木野漁港での滞船に係る経

費としまして、遠洋まぐろ漁船の寄港と市内の造船

場での補修等のためドック入りすることを促進する

ことを目的に、係留期間に対し、１隻当たり50万円

以内を交付することとしております。 

 次に、まぐろ漁船等の串木野漁港での漁具、生活

物資等の積込みに係る経費としまして、１隻当たり

50万円以内を交付することとしております。 

 次に、まぐろ漁船等の出入港に係る経費としまし

て、まぐろ漁船１隻当たり20万円以内、運搬船１隻

当たり120万円以内を交付することとしております。 

 最後に五つ目でございますが、まぐろ漁船及び運

搬船が本市にまぐろを水揚げする経費としまして、

水揚げした実績に対し、１隻当たり200万円以内を

交付することとしております。 

○15番（福田清宏君） ただいま答弁のまぐろ漁業

母港基地化促進事業、もろもろを実施しながらも、

近年、決算において全額あるいはそれに近い額が不

用額となっております。 

 すなわち遠洋まぐろ漁船の出入港がなくなった、

あるいは少なくなったということでありますが、そ

の理由はどこにあると押さえておられますか、お尋

ねいたします。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 運搬船、独航船の

出入港が減った要因についてであります。 

 コロナ禍後、急激な円安による燃油価格の高騰や

魚価安によりまぐろ漁業事業所の経営は非常に厳し

い状況となってきたため、出入港が減ってきている

状況であると考えているところであります。 

○15番（福田清宏君） 今ありましたように、この

補助率または補助額というものが燃油代とか餌代と

かの高騰にあって、現状に見合わなくなったという

ようなことはないんでしょうか。 

 今、魚価安、円安という話がありましたけれども、

それに伴って補助率あるいは補助額が現状に見合わ

ないというようなお考えの分析というのはありませ

んか。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 補助内容が現状に

合っているのかということであります。 

 先ほど申し上げましたとおり、コロナ禍以降、本

市への出入港は減ってきている状況であります。関

係者に確認しましたところ、母港基地化への思いと

いうのはあるものの、このような状況の中で、まず

は自社の経営安定に尽力したいということでありま

して、当面はこの内容を継続していただけないかと

いうことでありまして、その辺の状況を見極めなが

ら、現状に合っているのかどうか。また、どのよう

な方策がいいのかというのを検討してまいりたいと

思っております。 

○15番（福田清宏君） やはりここの見直しがとい

うことのお話だろうと思います。経営の安定に資す

るという状況にこの制度が合っているかどうか。再

度ひとつ御検討いただきたいと思いますし、そのよ

うなことを努力していただきたいと思います。 

 先ほど市長も同僚の質問にお答えでしたけれども、

まぐろの町を標榜する我が市にとっては、まぐろ船

のやはり出入港が、あるいはまぐろの水揚げが、あ

るいは運搬船によるものだけでは、やはり先が心配

と思います。 

 産業建設委員会に所属した頃に市内の各企業を回

って、そしていろいろ話をしながら、また商工会議

所においても商店街の振興についていろいろ議論し
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ました。しかし、その解決策はなかなか浮かんでき

ません。 

 そういうことを経て、今日に至って、今思うに、

やはりさっき市長も答弁されましたが、港から栄え

た我が町は、再度、港の繁栄に関わる対策に力を入

れていかなければ、商店街や工業等が活力を吹き返

すことはできないのかなと最近思うようになりまし

た。 

 遠洋まぐろ漁船が大型化して、その経営は専門的

な知見が必要と認識しておりますが、母港基地化の

推進は大変難しい至難の業だと思います。 

 ですが、どこをどうすればできるのか、思い悩み

ながらも可能性を探っていかないかん。そして、母

港基地化推進の難関を超えて、我が町がまぐろの町

を標榜していけるように努力をしていかないかんと

思います。 

 市長、ここでもう一つ、市長自らがまぐろ業界と

一体となって、そして、再度いろいろなことを検討

しながら、この厳しいときですから、肩をぐいと中

に入れて、そして、どうしてもこれを推進していく

んだ、そういう気概を持って対処していくべきとき

だと思うんですが、市長のお考えをひとつお聞かせ

ください。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど壇上からも申し上げ

ましたように、食のまちを標榜いたしております。

そのまぐろは代表選手だと思っております。 

 まぐろ母港基地化、水揚げのあの風景を見ますと、

市民、皆さんがやはり元気をもらいます。そして、

この水揚げを機に流通、そして販売、消費。この経

済の流れ。そして、出港に当たっては、食料をはじ

め、日用品、生活用品、そういう物資を積み込んで

出港をするという流れを想定してのまぐろ母港基地

化であります。 

 この流れができるようにという思いでありますけ

れども、現状、大変厳しい状況であります。円安、

物価高、燃油高、大変厳しい状況にあるとお聞きを

いたしています。 

 加えて、まぐろを捕ってきても、水揚げしように

も冷蔵庫、冷凍庫が空かないということで、長い期

間置き待ちをされているという話もお聞きします。 

 そういう中に、まずは、多分……。多分といいま

しょうか、きっかけとしてはコロナを機にまぐろの

消費が減ってしまった。そして、在庫がたまってと

いう流れで、まだその影響が続いているんだろうと

思っております。 

 冒頭申し上げましたように、本市のまぐろという

のは、やはり食のまちの看板の代表選手であります。

これを機に経済の流れというのを、もう１回立ち直

らせる。経済の循環を力強く踏み出す。そういう意

味では、まぐろというのはどうしても欠かせない材

料だと思っておりますので、まぐろ業界の皆さん方

と意見交換をしながら、どこに解決策があるのか、

どういうところにヒントがあるのか。こういうこと

で、これからもまぐろの町いちき串木野というのは

大事にしながら取り組んでいきたいと思っています。 

○15番（福田清宏君） 平成27年の串木野港船籍の

遠洋まぐろ漁船の勢力は、13社39隻ありました。そ

れから10年後の今年、令和６年の現有船隻数は18隻

になったと聞いています。 

 この遠洋まぐろ漁船の隻数がこれ以上減少しない

ように、そして、母港基地化が推進をされて、遠洋

まぐろ漁船が、あるいは運搬船が出入して、まぐろ

の水揚げがいっぱいありますようにと、共に手を携

えて総力を結集して、そしてまぐろの町を標榜でき

るにふさわしいいちき串木野市を取り戻していきた

いものでありますということを申し上げまして、次

の項に進みます。 

 三つ目は、まぐろの魚食普及についてであります。 

 食のまちを推進する我が市にとって、どのような

施策をもって対応しているか伺います。 

○水産商工課長（福山昌浩君） まぐろの魚食普及

についてであります。 

 まぐろの魚食普及については、まぐろの認知度向

上、消費流通拡大等を目的に、鹿児島まぐろ船主協

会主催のまぐろの日のキャンペーンを10月10日に、

鹿児島まぐろ同友会主催の年末まぐろ販売を今年は

12月28、29の２日間の予定で開催を計画しておりま

す。 

 また、まぐろ同友会が学校で行うまぐろ普及出前

授業を毎年実施しておりまして、本年度は９校で実



 
- 68 - 

施予定であります。このまぐろ出前授業では、まぐ

ろに関する授業や水揚げ体験（ＴＵＮＡ引き）体験、

刺身の試食を行い、またまぐろ学校給食を提供する

など、まぐろに興味を持ってもらうような取組を積

極的に行っているところであります。 

 市としましても、製品づくりや当日の販売等、出

前授業に協力しているところであります。 

 また、市観光特産品協会では、総合イベント補助

事業を活用し、10月の１か月間をいちき串木野まぐ

ろ祭りと題しまして、市内20店舗で今年度は実施さ

れたところでありまして、魚食普及を図っていると

ころであります。 

○15番（福田清宏君） いろいろな普及活動をなさ

っているんですが、なかなか市民の口に割と割安で

入る機会が、10月10日のまぐろの日だと思うんです

が、平成24年の12月の一般質問でこのまき網漁船の

アジ・サバの水揚げが減少した折なんですが、まぐ

ろの販売価格を割り引くために奨励金を活用して、

まぐろ魚食普及に取り組むべきであると主張したん

ですけれども、いろいろ理由をつけられて、形にな

りませんでした。 

 再度、母港基地化の推進、まぐろの魚食普及の一

環として、市民向けの冷凍まぐろの販売の催し、例

えば10月10日のまぐろの日、こういうときにまぐろ

漁船母港基地化奨励事業の適用を拡大して、奨励金

の活用はできないものか再度お伺いをいたします。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 今、議員のお説の

内容につきましては、今後、関係の団体と協議して

いきながら、どのような方策ができるのか、検討し

てまいりたいと思っております。 

○15番（福田清宏君） 規則細則のところで当局の

考え方を少し変えさえすれば可能という、当時そう

いうところまで行ったんですけれど、なかなかうま

くいきませんでしたので、再度御検討をお願いする

ところであります。 

 今年の８月20日発行の広報いちき串木野に掲載さ

れました「まぐろの町いちき串木野のさらなる発信

を」の中に、串木野市漁業協同組合の早﨑達哉組合

長の「まぐろの消費をいちき串木野から広げたい」

との談話があります。 

 その中に加工施設について触れられておりますが、

どのように当局とお話しがされておりますか。それ

ともまだ談話の範疇でしょうか、お伺いをいたしま

す。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 加工施設について

であります。 

 串木野市漁協が所有する冷凍冷蔵庫は、昭和51年

度に完成した施設で、鉄筋コンクリート４階建て、

延べ床面積が1,361平方メートル、容量が2,000トン

でマイナス50度の冷凍能力がありましたが、冷凍機

の老朽化に伴いまして、平成12年度にマイナス30度

の冷蔵能力の冷凍機に改修したため、超低温下にあ

る冷凍まぐろはこの施設に保管することができなく

なりました。 

 串木野港で水揚げされたまぐろは、一部を市内の

業者が購入しますが、残りは全て市外の冷凍庫へ陸

送保管をされているところであります。 

 このような中、８月の広報紙にありました串木野

市漁協の内容でありますが、漁協のほうでは九州内

でのまぐろの消費を本市から拡大していきたいと考

えておられます。 

 内容としましては、場所としては、現在のところ

とはまた別なところに整備しようという構想を持っ

ていまして、漁協を中心に、今現在、勉強会を行っ

ているということであります。 

 今後はプロジェクトチームを立ち上げて、具体的

な検討を進めてまいりたいということでありまして、

本市としましても、情報を共有していきたいと考え

ているところであります。 

○15番（福田清宏君） 今、答弁の中にありました

ように、平成12年でした。この会場で今の超低温冷

蔵庫の機関換装をやると。全てをマイナス30度にす

るんだという議案が出てきました。 

 いや、それはいけないんじゃないか。１階だけで

もマイナス50度の超低温を保つべきじゃないかと意

見を申し上げましたけれども、一蹴されて、全館マ

イナス30度になった経緯があります。先の説明のと

おりであります。 

 そういう中に新たに加工施設ということで出てき

ましたので、恐らく別なところに新たに小型のもの
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と構想されているんだろうなと思いながら質問した

わけであります。 

 この施設がまたできますと、まぐろの水揚げが増

えたり、九州一円の販路を拡大したり、そういうこ

とで母港基地化もまた進んでいくんじゃなかろうか。

併せて、超低温冷蔵庫を併設して、加工する風景が

見学できるコースもできる。そういうことも考え合

わせて、検討していくべきと思うんですけれども、

再度、御回答をお願いします。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 串木野市漁協が構

想している加工施設につきましては、まだ現段階で

は構想ということで、具体的な内容についてまで至

ってないと聞いております。 

 今後プロジェクトチームを立ち上げて、具体化に

向けていろいろ協議・検討されることと思っており

ますので、そのときには市のほうとしましても、一

緒に話に参加するなどしながら進めていきたいと考

えております。 

 また、併せまして、具体化された場合には、施設

の整備に係る経費等について、何か補助事業等が活

用できないかというようなのも含めて、いろいろ今

後検討してまいりたいと思っております。 

○15番（福田清宏君） 早々にこのプロジェクトが

機能して、形づくられていくことを切望しています。 

 この項を終わって、次に進みます。 

 次は沿岸漁業の振興施策について伺います。 

 その一つ目は、洋上風力発電事業と沿岸漁業につ

いてであります。 

 洋上風力を設置することによる海洋牧場の話を市

長がよくされておりますが、洋上風力の海中の構造

物が漁礁の役割を担おうとなれば、前浜の共同漁業

権の区域内に漁礁を設置することと同様な考え方に

立って、洋上風力を設置できないか伺います。 

○市長（中屋謙治君） 洋上風力の関係であります。 

 少し御説明いたしますと、再エネ海域利用法では、

まず鹿児島県が国へ情報提供を行い、その後に国、

地方自治体、有識者を交えた法定協議会というのが

設置されます。そこでの議論を踏まえて、発電の規

模、漁業への支障がないことなど、こういった基準

をクリアして、促進区域という段階に進むことにな

ります。 

 その後、発電事業者の公募が行われ、１社の発電

事業所が決定するわけでありますけれども、そこで

環境影響評価などの各種手続を踏まえ、ようやく発

電設備の設計という段階になるようでございます。 

 その後、工事着手、運転開始、こういう流れにな

るようでございます。これに至るまでおよそ10年か

かると言われています。 

 国への情報提供につきましては、鹿児島県におい

て関係市町や漁業者をはじめとする利害関係者で構

成される洋上風力発電に関する研究会というのが今

年８月に設立をされ、情報提供の可能性のある区域

の検討が進められているところであります。 

 その中で本市沖合の４漁協支所の共同漁業権内の

海域について議論が進められていることは、御承知

のとおりであります。 

 本市におきましても、令和４年度から洋上風力発

電調査研究事業に取り組んできており、今年度は情

報提供後に設置される法定協議会で取りまとめられ

る漁業振興施策。本来であれば、法定協議会が立ち

上がった後での検討でありますけれども、前倒しす

る形で今年度、漁業振興策の検討を行っており、早

期に促進区域の指定に向けた準備を進めているとこ

ろでございます。 

 長崎県などの先進地では、風力発電設備による魚

類の蝟集効果、漁礁効果があることが確認されてお

り、私としても洋上風力による商工業の振興という

のはもちろんでありますけれども、沿岸沖合漁業の

活性化による取組に期待をしながら、港町いちき串

木野の賑わいをもう１回取り戻せるのではなかろう

か。こういうことを思い描きながら、いわゆる海洋

牧場という考え方で種苗放流や餌付けということも

含めて、この本市沖合の海域、もう１回、洋上風力

を機に魚の豊かな漁場ができないかと思っておりま

す。 

 現状では再エネ海域利用法に基づく風力発電設備

の設置以外で、漁礁効果のある風車を設置する方法

は残念ながらないところであります。 

 まずは県から情報提供をいただくことが洋上風力

発電への第一歩だと考えております。 
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 今後とも県と連携しながら、発電事業の実現、そ

して産業拠点化、漁業振興につなげていきたいと考

えております。 

○15番（福田清宏君） 今、仰せのとおり、10年以

上かかる再エネ海域利用法ということでありますの

で、10年後の沿岸漁業はどうしているかなという思

いをしながら、再度聞いておりました。 

 私が今日、質問したのは、10年かかる再エネ海域

利用法以外に方法はないのかなと。例えば漁礁だと

認定できるとすれば……。ればです。れば、たれの

話ですが。構造物が人工漁礁として非常に有効とい

うことであれば、人工漁礁を設置するという形の考

え方に立てないのか。 

 立てるとすれば、例えば漁業漁場整備法第４条第

２項とか、同文であります沿岸漁場整備開発法第２

条。同じことが規定されているんですが、優れた沿

岸漁場として形成されるべき相当規模の水面におい

て行う漁礁の設置云々というのがあるんです。恐ら

くこれで漁礁は設置されているんだろうと思うんで

す。 

 こういったような何か変わった形で、もう10年か

からずに設置できるような、しかも漁礁として認め

てくれる、そういったような法の建前というのはな

いものだろうかと。そうすればまだ早く沿岸に、市

長が言われる海洋牧場が出来上がっていくんだがな

と、そういう思いで今日質問しております。 

 さっき市長がもうこれ以外はないということを言

われましたので、この質問をこれ以上続けることが

できないんです。 

 だけど、何かないのか探してほしいと思います。

もう10年たった後の沿岸漁業は、組合員がどうなん

でしょうか。そんな思いをしながら、この質問をし

ているところであります。 

 そしてまた、構造物に合わせて誘導漁礁という表

現を使ってあるようですが、誘導漁礁が設置される

となれば、それこそ洋上牧場ができるという構想に

もつながっていくし、先ほどの同僚議員の質問にあ

ったように、高い燃料を使って、一、二時間も走っ

て漁場に行かなきゃならん。いわゆる自分たちの前

浜の共同漁業圏内、あるいはそれに隣接する海域に

魚を釣る場所がないという現状をやっぱりどうにか

せんないかん。そういう思いからの質問であります。 

 もうこれ以上は恐らく答えは出てこないと思いま

すから、次の機会に回していきたいと思います。 

 昭和42年に海水汚濁防止法が施行されました。こ

れまでは漁協において、廃船に材木を積んで沈めた

り、あるいは廃バスを沈めたりして漁礁をつくった

り、イカシバを投入したりということで、漁礁の造

成に一生懸命だったんです。 

 ところが、近年イセエビ漁礁の設置の予算額は上

がってはいるんですが、長年にわたって漁礁の設置

という形での、大型といいますか、「なるほど、あ

の漁礁ができたから、魚が増えたね。あそこが漁場

になったね」というようなお話を聞くことがなくな

ったんです。 

 そういうことからすると、どうしても漁礁の設置

を考えていかないかんと思うんですが、現状の枠か

らはみ出た形での漁礁設置ということは考えられま

せんか。お伺いをいたします。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 漁礁の設置につい

てでございます。 

 昭和30年代頃から委員お説のとおり、廃船を使っ

たり、廃車を使ったり、その他ブロックを沈めたり

というようなことで、様々な漁礁を設置しておりま

して、４漁協圏内で地点で言いますと、185か所ほ

ど設置をしてきたところでございます。 

 現在は先ほどありましたとおり、エビの関係の鉄

籠付きの増殖プレート等を設置しているところであ

りまして、市内４漁協へ各２基を令和元年度から令

和５年度にかけて、試験的に設置を行ったところで

あります。 

 令和５年度につきましては、市来町漁業に設置し

た既設の同藻場礁の破損による据え直しを行ったと

ころであります。 

 この結果を申し上げますと、藻場礁の網内の海藻

に食害は見受けられませんが、藻場礁本体の周辺は

若干の食害が見受けられておりまして、今後も藻場

礁の状況確認について継続していきたいと考えてお

りまして、このような形で、現在のところは藻場礁

の漁礁の設置等を行っているところであります。 
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○15番（福田清宏君） 漁礁について、海水汚濁防

止法に絡んで質問したんですが、次の質問の藻場造

成に関する事業の答弁になったようでありますから、

それはそれとして進めていきたいと思います。 

 今まで藻場の造成については、さっきあったよう

なことなんですが、平成27年の６月に一般質問の中

で、沿岸漁業推進議員連盟による研修視察にヒント

を得て質問をしたのが、籠付きプレートの設置だっ

たんです。 

 それを受けて、鉄籠付きの増殖プレートが設置を

されて、今日に至っていまして、食害がない形のプ

レートになっているという、今、答弁を受けたよう

なことになります。 

 藻場造成に関する事業ですが、平成25年度から水

産多面的機能発揮対策事業として始まっていること

はもう重々承知しておりますけれども、質問いたし

ました鉄籠付きの増殖プレートの設置が、さっきか

ら繰り返しますが、ウニや魚などがアマモやホンダ

ワラ等の若い芽を食べ尽くす食害を防ぐのに効果が

あるということが分かってきたということの答弁を

受けたようなことでございまして、この項はこれで

終わって、次に進めさせていただきます。 

 三つ目は、串木野新港第２期工事予定海域の活用

についてであります。 

 この海域は共同漁業権が外されている、つまり漁

業権が放棄されている海域なんですが、鹿児島県の

力を借りて、現在実施している鉄籠付きの増殖プレ

ートの設置を漁網、仕切り網で囲った中に増殖プレ

ートやアマモシートなどを設置しての漁場造成をす

る海域として活用することはできないか、お伺いを

いたします。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 串木野新港第２期

工事予定海域の活用についてであります。 

 囲い網等による食害防止対策の県内の状況につき

まして、鹿児島県水産技術開発センター等が把握し

ている情報によりますと、県内に現在４か所の事例

がありまして、２か所で試験を実施しており、残り

２か所は囲い網等による藻場造成の取組を行ってい

るとのことであります。 

 また、囲い網等の設置については、比較的水温度

が高いところでなければ、波浪等の影響により網が

破損すると、維持管理が難しいとのことであります。 

 串木野新港第２期工事予定海域の活用についてで

ありますが、鹿児島県に確認をしましたところ、具

体的な計画をもって県との協議が必要であるとのこ

とでありましたので、今後、地元漁協や鹿児島県と

も連携をしまして、県内の事例の調査や囲い網等の

設置の可能性について研究していきたいと考えてい

ます。 

○15番（福田清宏君） 共同漁業権が放棄された海

域というのは、結局は鹿児島県の海域になっている

んです。 

 そういうことですから、もちろん仕切り網の藻場

造成というのは、県とタイアップしないと、単独で

はなかなか経費的にも、あるいはいろいろな事柄を

先例を学んでいくにもいろいろなことがあると思い

ます。 

 とにかく藻場がない、漁礁がない。よって魚がい

ないという、もうこんなところは、もうこんな海域

は漁場とは言えなくなってくるんです。 

 新港建設の前の今の備蓄のある付近は、魚のクロ

ですが、もういっぱいいたり、ヒジキが生息してあ

ったり、いろいろな場所だったんです。だから、あ

の海域は何かそういうのに適している海域じゃない

のかなと、そんな思いもして、再三この問題を取り

上げているんです。 

 漁協に二つずつ配置したって、形ごとで実証実験

としては形をなしたと、成功だったと理解をして、

囲い網の中にアマモのプレートなりを設置して、藻

場をつくっていくと。そして、魚の産卵場所あるい

は稚魚の生息場所、そういうものをつくっていく。 

 やがて、沖合に漁礁が設置されれば、そこに子ど

もたちも移っていって、また成長するであろう。そ

うすれば漁場が出来上がっていくわけで、漁場を再

生しなければ、いちき串木野の前浜の沿岸漁業は今

のままで、やはり一、二時間かけて、漁場まで走っ

ていかないかん。高い油を使わないかん。そういう

ことの繰り返しになっていくんじゃないかと思いま

す。 

 そういう意味からも、先ほどの答弁にありました
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ように、ぜひともそういう形で進めてほしいと思う

ことであります。 

 これまで漁礁の設置とか藻場の造成とか、いろい

ろ質問をしてきましたけれども、沿岸漁業の操業支

援事業など、沿岸漁業活性化推進事業補助金は、努

力をいただいて、充実してまいりました。 

 先ほど同僚議員の質問にありました魚価の不安定

さを解消するために、漁協への補助金の宿題があり

ました。ぜひともこれも解決してほしいと思うこと

です。 

 沖に行けば魚が捕れる。それじゃないんです。も

う全然釣れずに帰ってくる日もあるんです。だから、

やっぱり漁場の造成は必要だと思います。 

 共同漁業の海域あるいは隣接する海域はやっぱり

不漁です。厳しいです。だから、「何年か前ずいは、

そこん港の先で釣れよったがよ」という話をしなが

らも、「今はやっぱり一、二時間走らないかんとよ

ね」という話がまた元に戻って、「我が家の前でね、

こげんこげんじゃっで、どっさい釣れてじゃっでよ」

というようなまた前浜にしてほしいというふうな思

いを込めて……。 

 市長、どうですか。水産資源の回復の源。私はや

っぱり藻場と漁礁が第一だと思うんです。漁業の経

営が先じゃなかです。漁場がなければ、魚がいなけ

れば生計が成り立たんわけですから。 

 そういうことからすると、藻場、魚礁がやっぱり

大事じゃないか。そのためには藻場を造成し、漁場

を造成していく。ここに力を入れないといかんと思

うんですけれども、市長のお考えをお聞かせくださ

い。 

○市長（中屋謙治君） 今、お述べになられました

ように、本市の沖合だけではなくて、沿岸だけでは

なくて、これはもう全国的に藻がなくなって、磯焼

け状態が進んできている。これは地球環境、それこ

そ海水温が上がって、本来であれば、南のほうの魚

というのが北上してきて、ウニも年間、あるいはイ

スズミも年間食するということが藻をなくしている

んだという報道等もあるようであります。 

 いずれにしましても、いま一度、本市の沖合、今、

議員の表現を借りますと、この前浜がもう一度、魚

が豊かなその前提となる藻場が栄えて、そしてそこ

に魚が住んで、そこで大きくなって、豊かな漁場に

なるということがやはり沿岸漁業、長い目で見たと

きに必要であろうと思います。 

 午前中も申し上げましたけれども、短期的には、

今、沿岸漁業の皆さん方の苦しい状況、厳しい状況、

これをどういう支援策があるかというのが一つ。 

 それともう一つには、中長期的に沿岸漁業、先ほ

ど申し上げたように、豊かな漁場を再生するために、

どういうことが考えられるか。 

 それには繰り返しになりますが、私は洋上風力発

電という事業が実現しますと、漁礁効果プラス基金

を使った形で沿岸漁業の環境整備にも拍車がかかる

と期待をいたしているところでございます。 

 いろいろな形でくどい表現になりますけれども、

前浜がもう一度豊かな漁場になって、そして、水揚

げ場が水揚げで賑やかなそういう風景をぜひつくり

たいと思っております。 

 今後ともいろいろな方面から研究してまいりたい

と思っております。 

○15番（福田清宏君） 市長の決意が実を結びます

ように、またできることは一生懸命対応してまいり

たいと思いますので、それに向かって進んでいただ

きたいと思うことであります。 

 次が２番目の質問ですが、長崎鼻公園再生事業に

ついて伺います。 

 前々の日曜日に本浦地区のグラウンドゴルフ大会

がかもめ公園でありました。今の長崎鼻ソフトボー

ル場周辺にお住まいの方で、ソフトボール場を練習

場や試合の場所として使っている方々から、「おい

どがゲートボールをするところは、もうなかごんな

ったってね」というお話が口々に出てきました。 

 今まで説明を受けた内容は説明をしましたが、あ

えてまた今回、こういう形での質問をいたします。 

 長崎鼻ソフトボール場がなくなり、高齢者の皆さ

ん方が健康保持と融和を図ることを目的として行う

グラウンドゴルフの練習や試合はどこで行うことに

なるのか、お伺いをいたします。 

○社会教育課長（榎並哲郎君） 長崎鼻公園整備事

業に伴う工事期間中のグラウンドゴルフを実施でき
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る場所についての御質問でございました。 

 グラウンドゴルフは、地域にある公園やグラウン

ドでいつでもどこでも誰でも楽しめるスポーツとし

て、高齢者の方を中心に鹿児島県では特に人気のあ

るスポーツでございます。 

 現在、長崎鼻ソフトボール場でグラウンドゴルフ

をされている団体は５団体ございます。曜日や時間

をずらして、月曜日から土曜日まで利用をなされて

いらっしゃいます。 

 令和７年度から長崎鼻公園整備事業の実施により、

工事期間中利用ができなくなりますけれども、健康

づくりやコミュニケーションを図る場として、グラ

ウンドゴルフを引き続き行えるよう、当該地で利用

されている団体と協議を行ったところでございます。 

 そのうち４団体につきましては、かもめ公園へ会

場を変更していただけるということで返事をいただ

いております。また、残りの１団体につきましては、

高齢者が多く、交通手段が徒歩や自転車の方々がほ

とんどであることから、近隣のほかのグラウンド等

が利用できないか、相談をさせていただいていると

ころでございます。 

 なお、公園整備後はグラウンドゴルフもできるよ

うな広場を設ける計画となっております。 

○15番（福田清宏君） 工事期間中の練習、試合場

のお話と、最後に長崎鼻の公園の再生整備事業が終

わった後もグラウンドゴルフができる場所が確保さ

れるという答弁だったんですか。再度お聞かせくだ

さい。 

○社会教育課長（榎並哲郎君） この長崎鼻公園整

備事業なんですけれども、この中でグラウンドゴル

フもできる広場が整備されるという形になっており

ます。 

○15番（福田清宏君） 今日まで何回となく長崎鼻

ソフトボール場がなくなれば、グラウンドゴルフが

できなくなるということで聞いてきたわけでありま

すが、今日、「いや、できる場所が確保されるよ」

という答弁が初めてありました。お年寄りの方々は

この回答を聞いて、大変喜んでいらっしゃることと

思います。 

 私もこれ以上質問するものがなくなりましたので

……。ですが、先ほど使われている団体との話合い

を進めているということも課長の答弁がありました

ので、これからも使いやすい場所となるように。凸

凹があり過ぎるのはみんな嫌いますから。砂場があ

ればいいんです。土の場所があればね。もう芝も張

ってなくていいんです、こういうところは。グラウ

ンドゴルフ大会の多目的グラウンドだったって、東

と西のトラックでやっているわけで、フィールドで

やっているグラウンドゴルフは見たことないんです。 

 そういうことも踏まえながら、どうか利用されて

いる皆さん方とのお話を進めて、そして希望に沿う

た形で検討が進みますように希望いたしますが、い

かがですか、課長。御答弁ください。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 長崎鼻再整備事業

で事業者が提案する多目的ゾーンの整備方針につき

ましては、現在、芝生広場としての提案がされてい

るところでございます。 

 この仕様につきましては、家族でのピクニックや

寝転んでくつろいだりすることが可能なものとして

の提案がされております。 

 また、各種イベントやマルシェなど多様な催しを

開催するスペースとして、賑わいの広がりを誘発し、

人と人とのつながり、交流の場として多様な利用を

可能にすることで、何度来ても楽しめる公園造りに

つなげていきたいということとなっております。 

 併せて先ほどありましたグラウンドゴルフなど、

軽スポーツが楽しめるような広場であるようにとい

うことで、ワークショップ等でも御意見をいただい

ておりますので、現在策定中の基本設計において、

総合的に判断をしてまいりたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） 具体的にお話が出てきまし

たが、私は全面的に芝を張るのは嫌です。経費ばっ

かりかかります。周囲に若干の幅をもってするのは

いいと思います。 

 だけど、プレーするところ、あるいは踏みならす

ところ、マルシェとか何かいろいろ言われましたね。

そういうところに芝は要りません。経費が要るばっ

かりです。当然ナイターの施設も外すんでしょう。

経費削減のためにもそれは必要だと思うんです。 

 そういうことを考えると、経費が要る道を選んじ
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ゃいけません。多目的グラウンドも私はそう言って

いますけれど。 

 芝が全然ないほうがいいとは言いませんけれども、

周囲にはあってもいいと思う。だけど、真ん中に要

らんです。広場があれば、みんな楽しく遊ぶんだか

ら、プレーするんだから、そういう思いでずっとグ

ラウンドの話は質問してきているつもりです。 

 総合的に判断するということでありますが、どう

かお年寄りの皆さん方が気持ちよく健康維持のため

に和気あいあいとした親睦を深める場として、形と

してなるように、そういう場にしてほしい。 

 こういうことを申し上げまして、全ての質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（中里純人君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（中里純人君） 本日はこれで散会します。 

 

         散会 午後２時28分 


